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第１条 特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（給与及びその額） （給与及びその額） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 期末手当の額は、給料月額の100分の120

に相当する額に６月に支給する場合におい

ては100分の172.5、12月に支給する場合に

おいては100分の177.5を乗じて得た額と

する。 

３ 期末手当の額は、給料月額の100分の120

に相当する額に

    100分の172.5 

を乗じて得た額と

する。 

第２条 特別職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（給与及びその額） （給与及びその額） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 期末手当の額は、給料月額の100分の120

に相当する額に 

  100分の175 

を乗じて得た額とす

る。 

３ 期末手当の額は、給料月額の100分の120

に相当する額に６月に支給する場合におい

ては100分の172.5、12月に支給する場合に

おいては100分の177.5を乗じて得た額と

する。 
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第１条 職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第11条 略 第11条 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 略 (1) 略

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（育児短時間

勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員のうち、支

給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

別に定める職員にあっては、その額から、

その額に別に定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（育児短時間

勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員のうち、支

給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

別に定める職員にあっては、その額から、

その額に別に定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号に

おいて「使用距離」という。）が片道

５キロメートル未満である職員2,000

円

ア 自動車等の使用距離（以下この号に

おいて「使用距離」という。）が片道

５キロメートル未満である職員2,000

円

イ 使用距離が片道５キロメートル以上

10キロメートル未満である職員 4,20

0円

イ 使用距離が片道５キロメートル以上

10キロメートル未満である職員 4,20

0円

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上

である職員 7,300円

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上

である職員 7,100円

(3) 略 (3) 略

３～７ 略 ３～７ 略 

（期末手当） （期末手当） 

第19条 略 第19条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合には100分の125を乗じ

て得た額（管理又は監督の地位にある職員

のうち別に定めるもの（次項及び第20条に

おいて「特定幹部職員」という。）にあっ

ては、100分の105を乗じて得た額）、12

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 

   100分の125を乗じて

得た額（管理又は監督の地位にある職員の

うち別に定めるもの（次項及び第20条にお

いて「特定幹部職員」という。）にあって

は、100分の105を乗じて得た額）   
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月に支給する場合には100分の127.5を乗

じて得た額（特定幹部職員にあっては、10

0分の107.5を乗じて得た額）に、基準日以

前６箇月以内の期間における当該職員の在

職期間の区分に応じて、次の表に定める割

合を乗じて得た額とする。 

   に、基準日以前６箇

月以内の期間における当該職員の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

略 略 

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任用

短時間勤務職員に対する期末手当の額は、

期末手当基礎額に、６月に支給する場合に

は100分の70を乗じて得た額（特定幹部職

員にあっては、100分の60を乗じて得た

額）、12月に支給する場合には100分の72.

5を乗じて得た額（特定幹部職員にあっては

100分の62.5を乗じて得た額）に、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、前項の表に定める割

合を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任用

短時間勤務職員に対する期末手当の額は、

期末手当基礎額に、    

 100分の70を乗じて得た額（特定幹部職員

にあっては、100分の60を乗じて得た額） 

   に、基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、前項の表に定める割合を

乗じて得た額とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第20条 略 第20条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が別に定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定

める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任

命権者が別に定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定

める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当職員がそれぞれその基準

日現在（退職し又は死亡した職員にあっ

ては、退職し又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に、６月に支

給する場合には100分の105（特定幹部職

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当職員がそれぞれその基準

日現在（退職し又は死亡した職員にあっ

ては、退職し又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に、    

100分の105（特定幹部職

4



 

 

員にあっては、100分の125）、 12月に

支給する場合には100分の107.5（特定幹

部職員にあっては100分の127.5）を乗じ

て得た額の総額 

員にあっては、100分の125）          

                                    

                             を乗じ

て得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合には100分の50（特定幹部職員

にあっては100分の60）、12月に支給す

る場合には100分の52.5（特定幹部職員に

あっては100分の62.5）を乗じて得た額の

総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に、           

           100分の50（特定幹部職員に

あっては100分の60）                 

                                    

                   を乗じて得た額の

総額 

３～５ 略 ３～５ 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

行政職給料表 行政職給料表 

職

員

の

区

分 

職

務

の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

 円 円 円 円 円 円 

1 195,8

00 

242,0

00 

276,3

00 

309,8

00 

332,6

00 

366,8

00 

2 196,9

00 

243,3

00 

277,3

00 

311,3

00 

334,4

00 

368,5

00 

3 198,1

00 

244,7

00 

278,3

00 

312,7

00 

336,2

00 

370,1

00 

4 199,2

00 

246,1

00 

279,3

00 

314,1

00 

337,9

00 

371,7

00 

5 200,3

00 

247,5

00 

280,3

00 

315,5

00 

339,6

00 

373,3

00 

6 202,0

00 

248,9

00 

281,3

00 

316,6

00 

341,3

00 

375,1

00 

7 203,6

00 

250,3

00 

282,2

00 

317,6

00 

343,0

00 

376,6

00 

職

員

の

区

分 

職

務

の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

 円 円 円 円 円 円 

1 183,5

00 

230,0

00 

265,3

00 

298,8

00 

321,3

00 

355,2

00 

2 184,6

00 

231,5

00 

266,3

00 

300,3

00 

323,1

00 

356,9

00 

3 185,8

00 

233,0

00 

267,3

00 

301,8

00 

324,9

00 

358,5

00 

4 186,9

00 

234,5

00 

268,3

00 

303,2

00 

326,6

00 

360,1

00 

5 188,0

00 

236,0

00 

269,3

00 

304,6

00 

328,3

00 

361,7

00 

6 189,7

00 

237,5

00 

270,3

00 

305,7

00 

330,0

00 

363,5

00 

7 191,3

00 

239,0

00 

271,3

00 

306,7

00 

331,7

00 

365,0

00 
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の

職

員 

8 205,2

00 

251,7

00 

283,2

00 

318,8

00 

344,6

00 

378,2

00 

9 206,7

00 

253,1

00 

284,2

00 

320,0

00 

346,2

00 

379,5

00 

10 208,4

00 

254,3

00 

285,2

00 

321,6

00 

347,9

00 

381,1

00 

11 210,0

00 

255,6

00 

286,2

00 

323,2

00 

349,6

00 

382,7

00 

12 211,6

00 

256,9

00 

287,2

00 

324,8

00 

351,2

00 

384,2

00 

13 213,1

00 

258,1

00 

288,2

00 

326,2

00 

352,7

00 

386,1

00 

14 214,8

00 

259,3

00 

289,5

00 

327,8

00 

354,3

00 

388,0

00 

15 216,5

00 

260,5

00 

290,8

00 

329,4

00 

355,9

00 

389,9

00 

16 218,2

00 

261,7

00 

292,0

00 

331,0

00 

357,4

00 

391,7

00 

17 219,4

00 

262,8

00 

293,2

00 

332,4

00 

358,8

00 

393,2

00 

18 221,0

00 

263,9

00 

294,5

00 

334,1

00 

360,5

00 

395,0

00 

19 222,6

00 

265,0

00 

295,7

00 

335,7

00 

362,1

00 

396,7

00 

20 224,1

00 

266,1

00 

296,9

00 

337,3

00 

363,7

00 

398,3

00 

21 225,6

00 

267,0

00 

297,9

00 

338,7

00 

364,8

00 

400,0

00 

22 227,2

00 

268,0

00 

299,1

00 

340,4

00 

366,3

00 

401,4

00 

23 228,8

00 

269,0

00 

300,3

00 

342,1

00 

367,8

00 

402,8

00 

24 230,4

00 

270,0

00 

301,6

00 

343,7

00 

369,3

00 

404,2

00 

25 232,0

00 

271,0

00 

302,9

00 

344,9

00 

371,0

00 

405,6

00 

の

職

員 

8 192,9

00 

240,5

00 

272,3

00 

307,9

00 

333,4

00 

366,6

00 

9 194,5

00 

242,0

00 

273,3

00 

309,1

00 

335,0

00 

368,0

00 

10 196,2

00 

243,4

00 

274,3

00 

310,7

00 

336,7

00 

369,6

00 

11 197,8

00 

244,8

00 

275,3

00 

312,3

00 

338,4

00 

371,2

00 

12 199,4

00 

246,2

00 

276,4

00 

313,9

00 

340,0

00 

372,7

00 

13 201,0

00 

247,4

00 

277,4

00 

315,4

00 

341,5

00 

374,6

00 

14 202,7

00 

248,6

00 

278,7

00 

317,0

00 

343,1

00 

376,5

00 

15 204,4

00 

249,8

00 

280,0

00 

318,6

00 

344,7

00 

378,4

00 

16 206,1

00 

251,0

00 

281,2

00 

320,2

00 

346,2

00 

380,2

00 

17 207,4

00 

252,1

00 

282,5

00 

321,7

00 

347,6

00 

381,7

00 

18 209,0

00 

253,2

00 

283,8

00 

323,4

00 

349,3

00 

383,5

00 

19 210,6

00 

254,3

00 

285,0

00 

325,0

00 

350,9

00 

385,2

00 

20 212,1

00 

255,4

00 

286,2

00 

326,6

00 

352,5

00 

386,8

00 

21 213,6

00 

256,4

00 

287,3

00 

328,0

00 

353,7

00 

388,5

00 

22 215,2

00 

257,4

00 

288,5

00 

329,7

00 

355,2

00 

389,9

00 

23 216,8

00 

258,4

00 

289,8

00 

331,4

00 

356,7

00 

391,3

00 

24 218,4

00 

259,4

00 

291,1

00 

333,0

00 

358,2

00 

392,7

00 

25 220,0

00 

260,4

00 

292,4

00 

334,2

00 

359,9

00 

394,1

00 
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26 233,7

00 

271,9

00 

303,9

00 

346,8

00 

372,8

00 

406,8

00 

27 235,0

00 

272,7

00 

304,9

00 

348,5

00 

374,4

00 

408,0

00 

28 236,3

00 

273,6

00 

305,9

00 

350,1

00 

376,1

00 

409,0

00 

29 237,6

00 

274,4

00 

307,0

00 

351,6

00 

377,5

00 

410,1

00 

30 238,7

00 

275,2

00 

308,2

00 

353,2

00 

378,8

00 

411,3

00 

31 239,8

00 

276,0

00 

309,3

00 

354,8

00 

380,0

00 

412,4

00 

32 240,9

00 

276,7

00 

310,5

00 

356,4

00 

381,4

00 

413,5

00 

33 242,0

00 

277,4

00 

311,6

00 

358,1

00 

382,5

00 

414,2

00 

34 242,9

00 

278,2

00 

312,9

00 

359,9

00 

383,4

00 

414,9

00 

35 243,8

00 

279,0

00 

314,2

00 

361,7

00 

384,4

00 

415,5

00 

36 244,8

00 

279,6

00 

315,5

00 

363,5

00 

385,4

00 

416,2

00 

37 245,8

00 

280,3

00 

316,7

00 

365,0

00 

386,2

00 

416,8

00 

38 246,7

00 

281,1

00 

318,0

00 

366,4

00 

387,1

00 

417,4

00 

39 247,6

00 

281,8

00 

319,3

00 

367,8

00 

388,0

00 

417,9

00 

40 248,4

00 

282,5

00 

320,6

00 

369,2

00 

388,8

00 

418,3

00 

41 249,2

00 

283,2

00 

321,9

00 

370,7

00 

389,6

00 

418,7

00 

42 249,9

00 

283,9

00 

323,1

00 

371,5

00 

390,4

00 

418,9

00 

43 250,5

00 

284,6

00 

324,4

00 

372,4

00 

391,2

00 

419,2

00 

26 221,7

00 

261,3

00 

293,4

00 

336,1

00 

361,7

00 

395,3

00 

27 223,0

00 

262,2

00 

294,4

00 

337,8

00 

363,4

00 

396,5

00 

28 224,3

00 

263,1

00 

295,5

00 

339,4

00 

365,1

00 

397,5

00 

29 225,6

00 

263,9

00 

296,6

00 

340,9

00 

366,5

00 

398,6

00 

30 226,7

00 

264,7

00 

297,8

00 

342,5

00 

367,8

00 

399,8

00 

31 227,8

00 

265,5

00 

298,9

00 

344,1

00 

369,0

00 

400,9

00 

32 228,9

00 

266,3

00 

300,1

00 

345,7

00 

370,4

00 

402,0

00 

33 230,0

00 

267,0

00 

301,3

00 

347,4

00 

371,5

00 

402,7

00 

34 231,1

00 

267,8

00 

302,6

00 

349,2

00 

372,4

00 

403,4

00 

35 232,2

00 

268,6

00 

303,9

00 

351,0

00 

373,4

00 

404,1

00 

36 233,3

00 

269,3

00 

305,2

00 

352,8

00 

374,5

00 

404,8

00 

37 234,4

00 

270,0

00 

306,5

00 

354,3

00 

375,3

00 

405,4

00 

38 235,4

00 

270,8

00 

307,8

00 

355,7

00 

376,2

00 

406,0

00 

39 236,4

00 

271,6

00 

309,1

00 

357,1

00 

377,1

00 

406,5

00 

40 237,3

00 

272,3

00 

310,4

00 

358,5

00 

377,9

00 

406,9

00 

41 238,2

00 

273,0

00 

311,7

00 

360,0

00 

378,7

00 

407,3

00 

42 239,1

00 

273,8

00 

313,0

00 

360,8

00 

379,5

00 

407,5

00 

43 239,9

00 

274,6

00 

314,3

00 

361,8

00 

380,3

00 

407,8

00 
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44 251,1

00 

285,3

00 

325,5

00 

373,4

00 

391,9

00 

419,5

00 

45 251,8

00 

286,0

00 

326,4

00 

374,3

00 

392,6

00 

419,8

00 

46 252,4

00 

286,6

00 

327,7

00 

375,4

00 

393,3

00 

420,1

00 

47 253,0

00 

287,3

00 

329,0

00 

376,3

00 

394,0

00 

420,4

00 

48 253,6

00 

287,9

00 

330,3

00 

377,3

00 

394,7

00 

420,7

00 

49 254,1

00 

288,6

00 

331,4

00 

378,2

00 

395,2

00 

420,9

00 

50 254,7

00 

289,2

00 

332,7

00 

378,9

00 

395,8

00 

421,2

00 

51 255,3

00 

289,9

00 

333,9

00 

379,6

00 

396,4

00 

421,4

00 

52 255,8

00 

290,6

00 

335,1

00 

380,2

00 

397,1

00 

421,7

00 

53 256,2

00 

291,1

00 

336,4

00 

380,6

00 

397,5

00 

421,9

00 

54 256,6

00 

291,7

00 

337,4

00 

381,2

00 

398,1

00 

422,2

00 

55 256,9

00 

292,3

00 

338,5

00 

381,8

00 

398,7

00 

422,5

00 

56 257,2

00 

293,0

00 

339,6

00 

382,5

00 

399,2

00 

422,8

00 

57 257,5

00 

293,6

00 

340,3

00 

382,8

00 

399,6

00 

423,0

00 

58 257,8

00 

294,2

00 

341,2

00 

383,5

00 

400,2

00 

423,3

00 

59 258,1

00 

294,8

00 

341,9

00 

384,2

00 

400,8

00 

423,6

00 

60 258,4

00 

295,5

00 

342,7

00 

384,8

00 

401,3

00 

423,8

00 

61 258,7

00 

296,1

00 

343,5

00 

385,1

00 

401,7

00 

424,0

00 

44 240,7

00 

275,3

00 

315,4

00 

362,8

00 

381,0

00 

408,1

00 

45 241,4

00 

276,0

00 

316,3

00 

363,7

00 

381,7

00 

408,4

00 

46 242,0

00 

276,7

00 

317,6

00 

364,8

00 

382,4

00 

408,7

00 

47 242,6

00 

277,4

00 

318,9

00 

365,7

00 

383,1

00 

409,0

00 

48 243,2

00 

278,1

00 

320,2

00 

366,7

00 

383,8

00 

409,3

00 

49 243,8

00 

278,8

00 

321,4

00 

367,6

00 

384,3

00 

409,5

00 

50 244,4

00 

279,5

00 

322,7

00 

368,3

00 

384,9

00 

409,8

00 

51 245,0

00 

280,2

00 

323,9

00 

369,0

00 

385,5

00 

410,1

00 

52 245,5

00 

280,9

00 

325,1

00 

369,6

00 

386,2

00 

410,4

00 

53 246,0

00 

281,5

00 

326,4

00 

370,0

00 

386,6

00 

410,6

00 

54 246,4

00 

282,2

00 

327,5

00 

370,6

00 

387,2

00 

410,9

00 

55 246,7

00 

282,8

00 

328,6

00 

371,3

00 

387,8

00 

411,2

00 

56 247,0

00 

283,5

00 

329,7

00 

372,0

00 

388,3

00 

411,5

00 

57 247,3

00 

284,1

00 

330,4

00 

372,3

00 

388,7

00 

411,7

00 

58 247,6

00 

284,8

00 

331,3

00 

373,0

00 

389,3

00 

412,0

00 

59 247,9

00 

285,4

00 

332,0

00 

373,7

00 

389,9

00 

412,3

00 

60 248,2

00 

286,1

00 

332,8

00 

374,3

00 

390,4

00 

412,5

00 

61 248,5

00 

286,7

00 

333,6

00 

374,6

00 

390,8

00 

412,7

00 
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62 259,0

00 

296,7

00 

343,9

00 

385,6

00 

402,2

00 

424,3

00 

63 259,3

00 

297,2

00 

344,4

00 

386,2

00 

402,7

00 

424,6

00 

64 259,6

00 

297,7

00 

345,1

00 

386,8

00 

403,3

00 

424,8

00 

65 259,9

00 

298,2

00 

345,9

00 

387,1

00 

403,6

00 

425,0

00 

66 260,2

00 

298,8

00 

346,6

00 

387,7

00 

404,0

00 

425,3

00 

67 260,5

00 

299,3

00 

347,3

00 

388,4

00 

404,3

00 

425,6

00 

68 260,8

00 

299,9

00 

347,9

00 

389,0

00 

404,7

00 

425,8

00 

69 261,1

00 

300,3

00 

348,4

00 

389,4

00 

405,0

00 

426,0

00 

70 261,4

00 

300,8

00 

349,0

00 

389,9

00 

405,3

00 

426,3

00 

71 261,7

00 

301,3

00 

349,5

00 

390,5

00 

405,6

00 

426,6

00 

72 262,0

00 

301,9

00 

350,1

00 

391,0

00 

405,8

00 

426,8

00 

73 262,3

00 

302,4

00 

350,4

00 

391,5

00 

406,0

00 

427,0

00 

74 262,6

00 

302,8

00 

350,9

00 

392,1

00 

406,3

00 

 

75 262,9

00 

303,1

00 

351,2

00 

392,5

00 

406,6

00 

 

76 263,2

00 

303,4

00 

351,6

00 

392,8

00 

406,8

00 

 

77 263,5

00 

303,6

00 

352,0

00 

393,2

00 

407,0

00 

 

78 263,8

00 

303,9

00 

352,5

00 

393,7

00 

407,3

00 

 

79 264,1

00 

304,1

00 

353,0

00 

394,1

00 

407,6

00 

 

62 248,8

00 

287,4

00 

334,0

00 

375,1

00 

391,3

00 

413,0

00 

63 249,1

00 

288,0

00 

334,6

00 

375,7

00 

391,8

00 

413,3

00 

64 249,4

00 

288,5

00 

335,3

00 

376,3

00 

392,4

00 

413,5

00 

65 249,7

00 

289,0

00 

336,1

00 

376,6

00 

392,7

00 

413,7

00 

66 250,0

00 

289,6

00 

336,8

00 

377,2

00 

393,1

00 

414,0

00 

67 250,3

00 

290,1

00 

337,5

00 

377,9

00 

393,5

00 

414,3

00 

68 250,6

00 

290,7

00 

338,1

00 

378,5

00 

393,9

00 

414,5

00 

69 250,9

00 

291,2

00 

338,6

00 

378,9

00 

394,2

00 

414,7

00 

70 251,2

00 

291,7

00 

339,2

00 

379,4

00 

394,5

00 

415,0

00 

71 251,5

00 

292,3

00 

339,7

00 

380,0

00 

394,8

00 

415,3

00 

72 251,8

00 

292,9

00 

340,3

00 

380,5

00 

395,0

00 

415,5

00 

73 252,1

00 

293,4

00 

340,6

00 

381,0

00 

395,2

00 

415,7

00 

74 252,4

00 

293,9

00 

341,1

00 

381,6

00 

395,5

00 

 

75 252,7

00 

294,3

00 

341,5

00 

382,1

00 

395,8

00 

 

76 253,0

00 

294,6

00 

341,9

00 

382,4

00 

396,0

00 

 

77 253,3

00 

294,8

00 

342,3

00 

382,8

00 

396,2

00 

 

78 253,6

00 

295,1

00 

342,8

00 

383,3

00 

396,5

00 

 

79 253,9

00 

295,3

00 

343,3

00 

383,7

00 

396,8

00 
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80 264,4

00 

304,4

00 

353,5

00 

394,5

00 

407,8

00 

 

81 264,7

00 

304,6

00 

353,8

00 

394,9

00 

408,0

00 

 

82 265,0

00 

304,8

00 

354,2

00 

395,4

00 

408,3

00 

 

83 265,3

00 

305,1

00 

354,6

00 

395,8

00 

408,6

00 

 

84 265,6

00 

305,3

00 

355,0

00 

396,2

00 

408,8

00 

 

85 265,9

00 

305,6

00 

355,3

00 

396,5

00 

409,0

00 

 

86 266,2

00 

305,8

00 

355,7

00 

 

87 266,5

00 

306,1

00 

356,1

00 

 

88 266,8

00 

306,4

00 

356,5

00 

 

89 267,1

00 

306,7

00 

356,7

00 

 

90 267,4

00 

307,0

00 

357,1

00 

 

91 267,7

00 

307,3

00 

357,5

00 

 

92 268,0

00 

307,6

00 

357,9

00 

 

93 268,3

00 

307,8

00 

358,1

00 

 

94 308,0

00 

358,4

00 

 

95 308,3

00 

358,8

00 

 

96 308,7

00 

359,1

00 

 

97 308,9

00 

359,4

00 

 

80 254,2

00 

295,6

00 

343,8

00 

384,1

00 

397,0

00 

 

81 254,5

00 

295,8

00 

344,1

00 

384,5

00 

397,2

00 

 

82 254,8

00 

296,0

00 

344,5

00 

385,0

00 

397,5

00 

 

83 255,1

00 

296,3

00 

344,9

00 

385,4

00 

397,8

00 

 

84 255,4

00 

296,5

00 

345,3

00 

385,8

00 

398,0

00 

 

85 255,7

00 

296,8

00 

345,6

00 

386,1

00 

398,2

00 

 

86 256,0

00 

297,1

00 

346,0

00 

 

87 256,3

00 

297,4

00 

346,4

00 

 

88 256,6

00 

297,7

00 

346,8

00 

 

89 256,9

00 

298,0

00 

347,0

00 

 

90 257,2

00 

298,3

00 

347,4

00 

 

91 257,5

00 

298,6

00 

347,8

00 

 

92 257,8

00 

299,0

00 

348,2

00 

 

93 258,1

00 

299,2

00 

348,4

00 

 

94 299,4

00 

348,8

00 

 

95 299,7

00 

349,2

00 

 

96 300,1

00 

349,5

00 

 

97 300,3

00 

349,8

00 
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98 309,2

00 

359,8

00 

 

99 309,5

00 

360,2

00 

 

100 309,9

00 

360,6

00 

 

101 310,1

00 

361,1

00 

 

102 310,4

00 

361,5

00 

 

103 310,7

00 

361,9

00 

 

104 311,0

00 

362,3

00 

 

105 311,2

00 

362,8

00 

 

106 311,5

00 

363,2

00 

 

107 311,8

00 

363,5

00 

 

108 312,1

00 

363,8

00 

 

109 312,3

00 

364,2

00 

 

110 312,6

00 

 

111 313,0

00 

 

112 313,3

00 

 

113 313,5

00 

 

114 313,7

00 

 

115 314,0

00 

 

98 300,6

00 

350,2

00 

 

99 301,0

00 

350,6

00 

 

100 301,4

00 

351,0

00 

 

101 301,6

00 

351,5

00 

 

102 301,9

00 

351,9

00 

 

103 302,2

00 

352,3

00 

 

104 302,5

00 

352,7

00 

 

105 302,7

00 

353,2

00 

 

106 303,0

00 

353,6

00 

 

107 303,3

00 

353,9

00 

 

108 303,6

00 

354,2

00 

 

109 303,8

00 

354,7

00 

 

110 304,2

00 

 

111 304,6

00 

 

112 304,9

00 

 

113 305,1

00 

 

114 305,3

00 

 

115 305,6

00 
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116 314,4

00 

 

117 314,6

00 

 

118 314,8

00 

 

119 315,1

00 

 

120 315,4

00 

 

121 315,7

00 

 

122 315,9

00 

 

123 316,2

00 

 

124 316,5

00 

 

125 316,8

00 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 200,3

00 

227,8

00 

269,5

00 

290,1

00 

305,7

00 

331,9

00 

116 306,0

00 

 

117 306,2

00 

 

118 306,4

00 

 

119 306,7

00 

 

120 307,0

00 

 

121 307,4

00 

 

122 307,6

00 

 

123 307,9

00 

 

124 308,2

00 

 

125 308,5

00 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 192,0

00 

219,5

00 

260,0

00 

279,7

00 

294,9

00 

320,6

00 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

(1) 医療職(2)給料表 (1) 医療職(2)給料表

職職 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 職職 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 
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員

の

区

分 

務

の

級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 201,

000 

239,

800 

274,

400 

293,

300 

326,

300 

372,

300 

427,

200 

2 203,

100 

241,

100 

275,

200 

294,

100 

327,

700 

374,

000 

429,

100 

3 205,

200 

242,

400 

275,

900 

294,

800 

329,

100 

375,

600 

431,

100 

4 207,

300 

243,

700 

276,

700 

295,

500 

330,

500 

377,

200 

432,

900 

5 209,

300 

244,

900 

277,

500 

296,

200 

331,

900 

378,

700 

434,

700 

6 211,

300 

246,

000 

278,

300 

296,

900 

333,

500 

380,

300 

436,

300 

7 213,

300 

247,

000 

279,

100 

297,

600 

335,

000 

381,

900 

437,

900 

8 215,

100 

247,

900 

279,

800 

298,

300 

336,

500 

383,

500 

439,

400 

9 216,

900 

249,

000 

280,

500 

299,

100 

337,

900 

385,

100 

440,

900 

10 218,

800 

250,

100 

281,

300 

299,

800 

339,

500 

387,

100 

442,

200 

11 220,

700 

251,

200 

282,

100 

300,

600 

341,

000 

389,

100 

443,

500 

12 222,

800 

252,

400 

282,

900 

301,

200 

342,

500 

391,

100 

444,

800 

13 224,

500 

253,

600 

283,

700 

301,

800 

343,

900 

392,

500 

446,

100 

14 226,

500 

254,

800 

284,

500 

302,

900 

345,

500 

394,

200 

447,

300 

15 228,

700 

256,

000 

285,

200 

304,

000 

347,

000 

395,

900 

448,

500 

員

の

区

分 

務

の

級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 188,

600 

227,

400 

263,

000 

281,

800 

315,

000 

360,

700 

415,

000 

2 190,

700 

228,

700 

263,

800 

282,

600 

316,

400 

362,

400 

416,

900 

3 192,

800 

230,

000 

264,

600 

283,

400 

317,

800 

364,

000 

418,

800 

4 194,

900 

231,

300 

265,

400 

284,

100 

319,

200 

365,

600 

420,

600 

5 196,

900 

232,

500 

266,

200 

284,

800 

320,

600 

367,

200 

422,

400 

6 198,

900 

233,

600 

267,

000 

285,

500 

322,

200 

368,

800 

424,

000 

7 200,

900 

234,

600 

267,

800 

286,

200 

323,

700 

370,

400 

425,

600 

8 202,

700 

235,

600 

268,

600 

287,

000 

325,

200 

372,

000 

427,

100 

9 204,

500 

236,

700 

269,

400 

287,

800 

326,

700 

373,

600 

428,

600 

10 206,

400 

237,

900 

270,

200 

288,

600 

328,

300 

375,

600 

429,

900 

11 208,

300 

239,

200 

271,

000 

289,

400 

329,

800 

377,

600 

431,

200 

12 210,

400 

240,

500 

271,

800 

290,

100 

331,

300 

379,

600 

432,

500 

13 212,

100 

241,

800 

272,

600 

290,

800 

332,

800 

381,

000 

433,

800 

14 214,

100 

243,

100 

273,

400 

291,

900 

334,

400 

382,

700 

435,

000 

15 216,

300 

244,

400 

274,

200 

293,

000 

335,

900 

384,

400 

436,

200 

13



16 230,

800 

257,

100 

286,

000 

305,

200 

348,

500 

397,

600 

449,

600 

17 232,

900 

258,

100 

286,

800 

306,

300 

350,

000 

399,

300 

450,

800 

18 234,

000 

259,

100 

287,

600 

307,

500 

351,

600 

400,

800 

451,

900 

19 235,

000 

260,

200 

288,

400 

308,

600 

353,

200 

402,

300 

453,

100 

20 236,

100 

261,

200 

289,

100 

309,

800 

354,

700 

403,

800 

454,

300 

21 237,

200 

262,

300 

289,

900 

311,

000 

356,

000 

405,

100 

455,

400 

22 238,

000 

263,

200 

290,

800 

312,

200 

357,

500 

406,

400 

456,

200 

23 238,

900 

264,

000 

291,

700 

313,

400 

359,

000 

407,

700 

456,

600 

24 239,

700 

264,

800 

292,

400 

314,

500 

360,

500 

408,

800 

457,

300 

25 240,

600 

265,

600 

293,

100 

315,

700 

361,

900 

409,

900 

457,

800 

26 241,

500 

266,

400 

294,

000 

316,

900 

363,

400 

411,

000 

458,

200 

27 242,

400 

267,

200 

294,

900 

318,

000 

364,

900 

412,

100 

458,

600 

28 243,

300 

268,

000 

295,

600 

319,

200 

366,

300 

413,

200 

459,

000 

29 244,

100 

268,

700 

296,

400 

320,

400 

367,

700 

414,

000 

459,

400 

30 244,

900 

269,

500 

297,

400 

321,

600 

369,

300 

414,

800 

459,

800 

31 245,

600 

270,

300 

298,

300 

322,

800 

370,

700 

415,

500 

460,

100 

32 246,

400 

271,

100 

299,

300 

324,

000 

372,

200 

416,

300 

460,

400 

33 247,

100 

271,

900 

300,

300 

325,

100 

373,

400 

416,

700 

460,

700 

16 218,

400 

245,

600 

275,

000 

294,

200 

337,

400 

386,

100 

437,

300 

17 220,

500 

246,

800 

275,

800 

295,

400 

338,

900 

387,

800 

438,

500 

18 221,

600 

248,

000 

276,

600 

296,

600 

340,

500 

389,

300 

439,

600 

19 222,

700 

249,

200 

277,

400 

297,

800 

342,

100 

390,

800 

440,

800 

20 223,

800 

250,

400 

278,

200 

299,

000 

343,

600 

392,

300 

442,

000 

21 224,

900 

251,

500 

279,

000 

300,

200 

344,

900 

393,

600 

443,

100 

22 225,

800 

252,

400 

279,

900 

301,

400 

346,

400 

394,

900 

443,

900 

23 226,

700 

253,

200 

280,

800 

302,

600 

347,

900 

396,

200 

444,

300 

24 227,

600 

254,

000 

281,

600 

303,

800 

349,

400 

397,

300 

445,

000 

25 228,

500 

254,

800 

282,

400 

305,

000 

350,

900 

398,

400 

445,

500 

26 229,

400 

255,

600 

283,

300 

306,

200 

352,

400 

399,

500 

445,

900 

27 230,

300 

256,

400 

284,

200 

307,

300 

353,

900 

400,

600 

446,

300 

28 231,

200 

257,

200 

285,

000 

308,

500 

355,

300 

401,

700 

446,

700 

29 232,

100 

258,

000 

285,

800 

309,

800 

356,

700 

402,

500 

447,

100 

30 233,

000 

258,

800 

286,

900 

311,

000 

358,

300 

403,

300 

447,

500 

31 233,

900 

259,

600 

287,

900 

312,

200 

359,

800 

404,

100 

447,

900 

32 234,

800 

260,

400 

288,

900 

313,

400 

361,

300 

404,

900 

448,

200 

33 235,

600 

261,

200 

289,

900 

314,

600 

362,

500 

405,

300 

448,

500 
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34 247,

700 

272,

700 

301,

400 

326,

200 

374,

500 

417,

300 

461,

000 

35 248,

400 

273,

300 

302,

400 

327,

400 

375,

700 

417,

800 

461,

300 

36 249,

100 

274,

100 

303,

300 

328,

600 

376,

800 

418,

200 

461,

600 

37 249,

800 

275,

000 

304,

300 

329,

800 

377,

800 

418,

600 

461,

900 

38 250,

400 

275,

800 

305,

300 

331,

000 

378,

600 

418,

800 

 

39 251,

000 

276,

600 

306,

300 

332,

300 

379,

500 

419,

100 

 

40 251,

600 

277,

300 

307,

300 

333,

500 

380,

600 

419,

400 

 

41 252,

200 

278,

000 

308,

200 

334,

400 

381,

600 

419,

700 

 

42 252,

800 

278,

800 

309,

400 

335,

600 

382,

600 

420,

000 

 

43 253,

400 

279,

600 

310,

500 

336,

800 

383,

600 

420,

300 

 

44 253,

900 

280,

300 

311,

600 

338,

000 

384,

500 

420,

600 

 

45 254,

300 

281,

000 

312,

600 

338,

900 

385,

300 

420,

800 

 

46 254,

900 

281,

800 

313,

700 

339,

900 

386,

100 

421,

100 

 

47 255,

300 

282,

600 

314,

800 

340,

900 

387,

000 

421,

400 

 

48 255,

700 

283,

300 

315,

800 

341,

800 

387,

800 

421,

700 

 

49 256,

100 

284,

000 

316,

900 

342,

700 

388,

300 

421,

900 

 

50 256,

600 

284,

700 

317,

900 

343,

600 

389,

100 

422,

100 

 

51 257,

100 

285,

300 

319,

000 

344,

600 

389,

900 

422,

400 

 

34 236,

400 

262,

000 

291,

000 

315,

700 

363,

600 

405,

900 

448,

900 

35 237,

200 

262,

700 

292,

000 

316,

900 

364,

800 

406,

400 

449,

200 

36 238,

000 

263,

500 

293,

000 

318,

100 

365,

900 

406,

800 

449,

500 

37 238,

800 

264,

400 

294,

000 

319,

300 

366,

900 

407,

200 

449,

800 

38 239,

600 

265,

200 

295,

000 

320,

600 

367,

700 

407,

400 

 

39 240,

400 

266,

000 

296,

000 

321,

900 

368,

700 

407,

700 

 

40 241,

200 

266,

800 

297,

000 

323,

100 

369,

800 

408,

000 

 

41 241,

800 

267,

600 

298,

000 

324,

000 

370,

800 

408,

300 

 

42 242,

400 

268,

400 

299,

200 

325,

200 

371,

800 

408,

600 

 

43 243,

000 

269,

200 

300,

300 

326,

400 

372,

800 

408,

900 

 

44 243,

500 

270,

000 

301,

400 

327,

600 

373,

700 

409,

200 

 

45 244,

000 

270,

700 

302,

500 

328,

700 

374,

500 

409,

400 

 

46 244,

600 

271,

500 

303,

600 

329,

700 

375,

300 

409,

700 

 

47 245,

100 

272,

300 

304,

700 

330,

700 

376,

200 

410,

000 

 

48 245,

500 

273,

100 

305,

800 

331,

600 

377,

000 

410,

300 

 

49 245,

900 

273,

800 

306,

900 

332,

500 

377,

500 

410,

500 

 

50 246,

400 

274,

600 

308,

000 

333,

500 

378,

300 

410,

800 

 

51 246,

900 

275,

300 

309,

100 

334,

500 

379,

100 

411,

100 
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52 257,

600 

286,

000 

320,

100 

345,

500 

390,

700 

422,

700 

 

53 257,

900 

286,

700 

321,

100 

346,

000 

391,

100 

422,

900 

 

54 258,

200 

287,

300 

322,

100 

346,

900 

391,

800 

 

55 258,

500 

288,

000 

323,

100 

347,

600 

392,

500 

 

56 258,

800 

288,

600 

324,

100 

348,

500 

393,

100 

 

57 259,

100 

289,

300 

325,

000 

349,

200 

393,

500 

 

58 259,

400 

290,

000 

326,

000 

349,

500 

394,

000 

 

59 259,

700 

290,

700 

327,

000 

349,

900 

394,

600 

 

60 260,

000 

291,

300 

327,

900 

350,

500 

395,

200 

 

61 260,

300 

291,

800 

328,

800 

351,

100 

395,

600 

 

62 260,

600 

292,

400 

329,

500 

351,

800 

396,

100 

 

63 260,

900 

293,

100 

330,

200 

352,

500 

396,

600 

 

64 261,

200 

293,

700 

330,

800 

353,

100 

397,

100 

 

65 261,

500 

294,

200 

331,

400 

353,

800 

397,

700 

 

66 261,

800 

294,

800 

332,

100 

354,

300 

398,

200 

 

67 262,

100 

295,

500 

332,

700 

354,

900 

398,

800 

 

68 262,

400 

296,

100 

333,

300 

355,

500 

399,

400 

 

69 262,

700 

296,

700 

333,

900 

355,

800 

399,

900 

 

52 247,

400 

276,

000 

310,

200 

335,

400 

379,

900 

411,

400 

 

53 247,

700 

276,

700 

311,

200 

335,

900 

380,

300 

411,

600 

 

54 248,

000 

277,

400 

312,

200 

336,

800 

381,

000 

 

55 248,

300 

278,

100 

313,

200 

337,

500 

381,

700 

 

56 248,

600 

278,

800 

314,

200 

338,

400 

382,

300 

 

57 248,

900 

279,

500 

315,

200 

339,

100 

382,

700 

 

58 249,

200 

280,

200 

316,

200 

339,

400 

383,

200 

 

59 249,

500 

280,

900 

317,

200 

339,

900 

383,

800 

 

60 249,

800 

281,

500 

318,

100 

340,

500 

384,

400 

 

61 250,

100 

282,

100 

319,

000 

341,

100 

384,

800 

 

62 250,

400 

282,

800 

319,

800 

341,

800 

385,

300 

 

63 250,

700 

283,

500 

320,

500 

342,

500 

385,

800 

 

64 251,

000 

284,

100 

321,

200 

343,

100 

386,

300 

 

65 251,

300 

284,

700 

321,

800 

343,

800 

386,

900 

 

66 251,

600 

285,

400 

322,

500 

344,

300 

387,

400 

 

67 251,

900 

286,

100 

323,

100 

344,

900 

388,

000 

 

68 252,

200 

286,

700 

323,

700 

345,

500 

388,

600 

 

69 252,

500 

287,

300 

324,

300 

345,

800 

389,

100 
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70 263,

000 

297,

300 

334,

100 

356,

300 

400,

400 

 

71 263,

300 

297,

900 

334,

500 

356,

700 

400,

800 

 

72 263,

500 

298,

500 

335,

000 

357,

200 

401,

200 

 

73 263,

700 

299,

100 

335,

600 

357,

700 

401,

500 

 

74 264,

000 

299,

600 

336,

100 

358,

200 

402,

000 

 

75 264,

300 

300,

000 

336,

600 

358,

700 

402,

400 

 

76 264,

500 

300,

400 

337,

000 

359,

100 

402,

800 

 

77 264,

700 

300,

700 

337,

600 

359,

400 

403,

200 

 

78 265,

000 

301,

000 

338,

100 

359,

700 

 

79 265,

300 

301,

200 

338,

500 

359,

900 

 

80 265,

500 

301,

500 

339,

000 

360,

200 

 

81 265,

700 

301,

800 

339,

500 

360,

700 

 

82 266,

000 

302,

000 

339,

800 

361,

000 

 

83 266,

300 

302,

300 

340,

000 

361,

300 

 

84 266,

500 

302,

600 

340,

300 

361,

600 

 

85 266,

700 

302,

800 

340,

700 

362,

000 

 

86 303,

000 

341,

100 

362,

300 

 

87 303,

200 

341,

400 

362,

600 

 

70 252,

800 

288,

000 

324,

500 

346,

400 

389,

600 

 

71 253,

100 

288,

700 

325,

000 

346,

900 

390,

100 

 

72 253,

300 

289,

300 

325,

500 

347,

400 

390,

600 

 

73 253,

500 

289,

900 

326,

100 

347,

900 

390,

900 

 

74 253,

800 

290,

400 

326,

600 

348,

400 

391,

400 

 

75 254,

100 

290,

800 

327,

100 

348,

900 

391,

800 

 

76 254,

300 

291,

200 

327,

500 

349,

300 

392,

200 

 

77 254,

500 

291,

600 

328,

100 

349,

600 

392,

600 

 

78 254,

800 

291,

900 

328,

600 

349,

900 

 

79 255,

100 

292,

200 

329,

000 

350,

100 

 

80 255,

300 

292,

500 

329,

500 

350,

400 

 

81 255,

500 

292,

800 

330,

000 

350,

900 

 

82 255,

800 

293,

100 

330,

400 

351,

200 

 

83 256,

100 

293,

400 

330,

600 

351,

500 

 

84 256,

300 

293,

700 

330,

900 

351,

800 

 

85 256,

500 

293,

900 

331,

300 

352,

200 

 

86 294,

100 

331,

700 

352,

500 

 

87 294,

300 

332,

000 

352,

800 
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88 303,

400 

341,

700 

362,

900 

 

89 303,

800 

342,

000 

363,

300 

 

90 304,

000 

342,

200 

363,

600 

 

91 304,

200 

342,

600 

363,

800 

 

92 304,

400 

342,

900 

364,

100 

 

93 304,

800 

343,

100 

364,

400 

 

94 305,

000 

343,

400 

364,

800 

 

95 305,

200 

343,

700 

365,

200 

 

96 305,

500 

343,

900 

365,

600 

 

97 305,

800 

344,

100 

366,

100 

 

98 306,

000 

344,

400 

366,

500 

 

99 306,

200 

344,

700 

366,

900 

 

100 306,

500 

344,

900 

367,

300 

 

101 306,

800 

345,

100 

367,

800 

 

102 307,

000 

345,

300 

 

103 307,

200 

345,

700 

 

104 307,

500 

345,

900 

 

105 307,

800 

346,

100 

 

88 294,

500 

332,

300 

353,

100 

 

89 294,

900 

332,

600 

353,

500 

 

90 295,

100 

332,

800 

353,

800 

 

91 295,

300 

333,

200 

354,

100 

 

92 295,

500 

333,

500 

354,

400 

 

93 295,

900 

333,

700 

354,

700 

 

94 296,

100 

334,

000 

355,

100 

 

95 296,

300 

334,

300 

355,

500 

 

96 296,

600 

334,

600 

355,

900 

 

97 296,

900 

334,

800 

356,

400 

 

98 297,

100 

335,

100 

356,

800 

 

99 297,

300 

335,

400 

357,

200 

 

100 297,

600 

335,

600 

357,

600 

 

101 297,

900 

335,

800 

358,

100 

 

102 298,

100 

336,

000 

 

103 298,

300 

336,

400 

 

104 298,

600 

336,

600 

 

105 298,

900 

336,

800 
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106 346,

400 

 

107 346,

800 

 

108 347,

200 

 

109 347,

400 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 201,

300 

227,

900 

257,

300 

271,

300 

297,

800 

340,

000 

383,

400 

106 337,

200 

 

107 337,

600 

 

108 338,

000 

 

109 338,

200 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 193,

000 

219,

600 

248,

100 

261,

700 

287,

300 

328,

400 

371,

000 

(2) 医療職(3)給料表 (2) 医療職(3)給料表

職

員

の

区

分 

職

務

の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

 円 円 円 円 円 円 

1 221,7

00 

254,7

00 

293,9

00 

307,3

00 

330,8

00 

373,4

00 

2 223,6

00 

256,8

00 

294,4

00 

307,8

00 

331,8

00 

375,1

00 

3 225,4

00 

259,0

00 

294,9

00 

308,3

00 

332,8

00 

376,8

00 

4 227,1 261,2 295,4 308,8 333,7 378,5

職

員

の

区

分 

職

務

の

級 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 

号

給 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定

年

前

再

任

用

短

時

 円 円 円 円 円 円 

1 207,7

00 

240,6

00 

281,8

00 

295,2

00 

319,3

00 

362,0

00 

2 209,6

00 

242,8

00 

282,3

00 

295,8

00 

320,3

00 

363,7

00 

3 211,4

00 

245,0

00 

282,8

00 

296,4

00 

321,3

00 

365,4

00 

4 213,1 247,2 283,3 296,9 322,3 367,1
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間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

00 00 00 00 00 00 

5 228,8

00 

263,4

00 

295,8

00 

309,3

00 

334,7

00 

380,3

00 

6 230,7

00 

264,4

00 

296,3

00 

309,8

00 

335,9

00 

382,3

00 

7 232,5

00 

265,2

00 

296,8

00 

310,4

00 

337,1

00 

384,3

00 

8 234,2

00 

266,1

00 

297,2

00 

310,8

00 

338,3

00 

386,3

00 

9 235,9

00 

266,9

00 

297,6

00 

311,3

00 

339,2

00 

388,0

00 

10 237,8

00 

268,0

00 

298,1

00 

311,8

00 

340,4

00 

390,1

00 

11 239,7

00 

269,1

00 

298,6

00 

312,4

00 

341,5

00 

392,2

00 

12 241,6

00 

270,0

00 

299,1

00 

312,9

00 

342,6

00 

394,2

00 

13 243,4

00 

270,8

00 

299,5

00 

313,3

00 

343,6

00 

396,1

00 

14 245,4

00 

271,5

00 

300,0

00 

313,9

00 

344,7

00 

397,7

00 

15 247,4

00 

272,2

00 

300,4

00 

314,6

00 

345,8

00 

399,5

00 

16 249,4

00 

273,0

00 

300,9

00 

315,2

00 

346,9

00 

401,3

00 

17 251,4

00 

274,1

00 

301,4

00 

315,8

00 

348,0

00 

403,0

00 

18 253,4

00 

275,0

00 

301,8

00 

316,7

00 

349,1

00 

404,7

00 

19 255,5

00 

275,9

00 

302,3

00 

317,5

00 

350,2

00 

406,7

00 

20 257,5

00 

276,8

00 

302,7

00 

318,4

00 

351,3

00 

408,4

00 

21 259,4

00 

277,8

00 

303,2

00 

319,2

00 

352,4

00 

410,1

00 

22 260,6 278,8 303,6 320,1 353,6 411,8

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

00 00 00 00 00 00 

5 214,8

00 

249,4

00 

283,8

00 

297,4

00 

323,3

00 

368,9

00 

6 216,7

00 

250,4

00 

284,3

00 

298,0

00 

324,5

00 

370,9

00 

7 218,5

00 

251,3

00 

284,8

00 

298,6

00 

325,7

00 

372,9

00 

8 220,2

00 

252,2

00 

285,3

00 

299,1

00 

326,9

00 

374,9

00 

9 221,9

00 

253,1

00 

285,8

00 

299,6

00 

328,0

00 

376,6

00 

10 223,9

00 

254,3

00 

286,3

00 

300,2

00 

329,2

00 

378,7

00 

11 225,8

00 

255,4

00 

286,8

00 

300,8

00 

330,3

00 

380,8

00 

12 227,7

00 

256,3

00 

287,3

00 

301,3

00 

331,4

00 

382,8

00 

13 229,6

00 

257,1

00 

287,8

00 

301,8

00 

332,5

00 

384,7

00 

14 231,6

00 

257,8

00 

288,3

00 

302,5

00 

333,7

00 

386,3

00 

15 233,6

00 

258,5

00 

288,8

00 

303,2

00 

334,8

00 

388,1

00 

16 235,6

00 

259,4

00 

289,3

00 

303,9

00 

335,9

00 

389,9

00 

17 237,6

00 

260,5

00 

289,8

00 

304,6

00 

337,0

00 

391,6

00 

18 239,6

00 

261,6

00 

290,3

00 

305,5

00 

338,2

00 

393,3

00 

19 241,7

00 

262,7

00 

290,8

00 

306,4

00 

339,3

00 

395,2

00 

20 243,7

00 

263,8

00 

291,3

00 

307,3

00 

340,4

00 

396,9

00 

21 245,6

00 

264,9

00 

291,8

00 

308,1

00 

341,5

00 

398,6

00 

22 246,8 266,0 292,3 309,0 342,7 400,3
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00 00 00 00 00 00 

23 261,7

00 

279,7

00 

304,1

00 

321,0

00 

354,7

00 

413,6

00 

24 262,8

00 

280,7

00 

304,5

00 

321,8

00 

355,8

00 

415,4

00 

25 263,9

00 

281,5

00 

305,0

00 

322,6

00 

356,8

00 

417,0

00 

26 264,7

00 

282,4

00 

305,6

00 

323,4

00 

358,1

00 

418,7

00 

27 265,6

00 

283,3

00 

306,3

00 

324,3

00 

359,4

00 

420,5

00 

28 266,4

00 

284,2

00 

307,0

00 

325,2

00 

360,7

00 

422,3

00 

29 267,2

00 

285,2

00 

307,7

00 

325,9

00 

361,9

00 

423,8

00 

30 267,9

00 

285,9

00 

308,4

00 

327,0

00 

363,4

00 

425,3

00 

31 268,6

00 

286,6

00 

309,1

00 

328,1

00 

364,9

00 

426,8

00 

32 269,3

00 

287,3

00 

309,9

00 

329,1

00 

366,4

00 

428,1

00 

33 270,1

00 

287,9

00 

310,6

00 

330,2

00 

367,6

00 

429,3

00 

34 270,7

00 

288,5

00 

311,4

00 

331,2

00 

369,1

00 

430,4

00 

35 271,3

00 

289,0

00 

312,1

00 

332,3

00 

370,5

00 

431,6

00 

36 271,8

00 

289,4

00 

312,8

00 

333,4

00 

371,9

00 

432,8

00 

37 272,4

00 

289,8

00 

313,5

00 

334,5

00 

373,3

00 

434,1

00 

38 273,1

00 

290,4

00 

314,3

00 

335,6

00 

374,3

00 

435,2

00 

39 273,8

00 

290,9

00 

315,1

00 

336,7

00 

375,7

00 

436,4

00 

40 274,5 291,3 315,9 337,8 377,0 437,6

00 00 00 00 00 00 

23 248,0

00 

267,1

00 

292,8

00 

309,9

00 

343,8

00 

402,1

00 

24 249,1

00 

268,2

00 

293,3

00 

310,8

00 

344,9

00 

403,8

00 

25 250,2

00 

269,2

00 

293,8

00 

311,6

00 

346,0

00 

405,4

00 

26 251,1

00 

270,3

00 

294,4

00 

312,5

00 

347,3

00 

407,1

00 

27 252,0

00 

271,4

00 

295,2

00 

313,4

00 

348,6

00 

408,9

00 

28 252,9

00 

272,4

00 

296,0

00 

314,3

00 

349,9

00 

410,7

00 

29 253,7

00 

273,4

00 

296,7

00 

315,1

00 

351,1

00 

412,2

00 

30 254,5

00 

274,1

00 

297,5

00 

316,2

00 

352,6

00 

413,7

00 

31 255,2

00 

274,8

00 

298,3

00 

317,3

00 

354,1

00 

415,2

00 

32 255,9

00 

275,5

00 

299,1

00 

318,4

00 

355,6

00 

416,5

00 

33 256,7

00 

276,2

00 

299,8

00 

319,5

00 

356,8

00 

417,6

00 

34 257,5

00 

276,8

00 

300,6

00 

320,6

00 

358,3

00 

418,7

00 

35 258,3

00 

277,3

00 

301,4

00 

321,7

00 

359,7

00 

419,8

00 

36 259,0

00 

277,8

00 

302,1

00 

322,8

00 

361,1

00 

421,0

00 

37 259,7

00 

278,3

00 

302,9

00 

323,9

00 

362,5

00 

422,3

00 

38 260,6

00 

278,9

00 

303,7

00 

325,1

00 

363,5

00 

423,4

00 

39 261,5

00 

279,4

00 

304,5

00 

326,2

00 

364,9

00 

424,6

00 

40 262,3 279,9 305,3 327,3 366,2 425,7
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00 00 00 00 00 00 

41 275,2

00 

291,7

00 

316,5

00 

338,6

00 

378,3

00 

438,8

00 

42 275,8

00 

292,2

00 

317,4

00 

339,7

00 

379,7

00 

439,8

00 

43 276,5

00 

292,6

00 

318,4

00 

340,8

00 

381,0

00 

440,9

00 

44 277,1

00 

293,1

00 

319,3

00 

341,8

00 

382,3

00 

442,0

00 

45 277,9

00 

293,6

00 

320,1

00 

342,7

00 

383,8

00 

443,0

00 

46 278,6

00 

294,0

00 

321,1

00 

343,6

00 

385,0

00 

443,5

00 

47 279,3

00 

294,5

00 

322,1

00 

344,6

00 

386,1

00 

444,0

00 

48 279,9

00 

294,9

00 

323,0

00 

345,6

00 

387,3

00 

444,4

00 

49 280,4

00 

295,4

00 

323,9

00 

346,8

00 

388,4

00 

445,0

00 

50 280,9

00 

295,8

00 

324,8

00 

348,1

00 

389,3

00 

445,5

00 

51 281,3

00 

296,3

00 

325,8

00 

349,3

00 

390,3

00 

445,9

00 

52 281,7

00 

296,8

00 

326,8

00 

350,5

00 

391,2

00 

446,4

00 

53 282,0

00 

297,2

00 

327,6

00 

351,4

00 

391,8

00 

446,9

00 

54 282,5

00 

297,6

00 

328,5

00 

352,6

00 

392,6

00 

447,3

00 

55 282,9

00 

298,1

00 

329,5

00 

353,7

00 

393,4

00 

447,6

00 

56 283,3

00 

298,5

00 

330,4

00 

355,0

00 

394,2

00 

447,9

00 

57 283,7

00 

299,0

00 

331,3

00 

356,0

00 

394,9

00 

448,3

00 

58 284,1 299,7 332,2 356,9 395,6 

00 00 00 00 00 00 

41 263,1

00 

280,3

00 

306,0

00 

328,1

00 

367,5

00 

426,9

00 

42 264,0

00 

280,8

00 

307,0

00 

329,2

00 

368,9

00 

427,9

00 

43 264,8

00 

281,3

00 

308,0

00 

330,3

00 

370,2

00 

429,0

00 

44 265,6

00 

281,8

00 

308,9

00 

331,3

00 

371,5

00 

430,1

00 

45 266,4

00 

282,3

00 

309,8

00 

332,3

00 

373,0

00 

431,1

00 

46 267,1

00 

282,8

00 

310,8

00 

333,3

00 

374,2

00 

431,6

00 

47 267,8

00 

283,3

00 

311,8

00 

334,3

00 

375,3

00 

432,2

00 

48 268,4

00 

283,8

00 

312,7

00 

335,3

00 

376,5

00 

432,6

00 

49 269,0

00 

284,3

00 

313,6

00 

336,5

00 

377,6

00 

433,2

00 

50 269,5

00 

284,8

00 

314,6

00 

337,8

00 

378,5

00 

433,7

00 

51 270,0

00 

285,3

00 

315,6

00 

339,0

00 

379,5

00 

434,1

00 

52 270,4

00 

285,8

00 

316,6

00 

340,2

00 

380,4

00 

434,6

00 

53 270,8

00 

286,3

00 

317,4

00 

341,1

00 

381,0

00 

435,1

00 

54 271,3

00 

286,8

00 

318,4

00 

342,3

00 

381,8

00 

435,5

00 

55 271,8

00 

287,3

00 

319,4

00 

343,4

00 

382,6

00 

435,8

00 

56 272,2

00 

287,8

00 

320,3

00 

344,7

00 

383,4

00 

436,1

00 

57 272,6

00 

288,3

00 

321,2

00 

345,7

00 

384,1

00 

436,5

00 

58 273,0 289,1 322,2 346,6 384,8 
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00 00 00 00 00 

59 284,4

00 

300,4

00 

333,2

00 

358,0

00 

396,3

00 

 

60 284,7

00 

301,1

00 

334,1

00 

359,2

00 

396,9

00 

 

61 285,1

00 

301,8

00 

335,0

00 

360,3

00 

397,5

00 

 

62 285,5

00 

302,7

00 

336,1

00 

361,5

00 

398,1

00 

 

63 285,9

00 

303,6

00 

337,3

00 

362,7

00 

398,8

00 

 

64 286,2

00 

304,3

00 

338,5

00 

363,7

00 

399,4

00 

 

65 286,5

00 

305,0

00 

339,2

00 

364,7

00 

400,1

00 

 

66 286,9

00 

305,9

00 

340,3

00 

365,7

00 

400,6

00 

 

67 287,3

00 

306,7

00 

341,4

00 

366,8

00 

401,2

00 

 

68 287,6

00 

307,5

00 

342,3

00 

367,9

00 

401,7

00 

 

69 288,0

00 

308,2

00 

343,4

00 

368,7

00 

402,1

00 

 

70 288,5

00 

309,1

00 

344,1

00 

369,8

00 

402,7

00 

 

71 288,9

00 

310,0

00 

345,2

00 

370,9

00 

403,1

00 

 

72 289,2

00 

310,8

00 

346,3

00 

371,9

00 

403,4

00 

 

73 289,6

00 

311,7

00 

347,4

00 

372,6

00 

403,7

00 

 

74 290,1

00 

312,5

00 

348,6

00 

373,4

00 

404,2

00 

 

75 290,6

00 

313,4

00 

349,7

00 

374,2

00 

404,6

00 

 

76 291,1 314,3 350,8 374,9 404,9 

00 00 00 00 00 

59 273,4

00 

289,9

00 

323,2

00 

347,7

00 

385,5

00 

 

60 273,8

00 

290,6

00 

324,1

00 

348,9

00 

386,1

00 

 

61 274,2

00 

291,3

00 

325,0

00 

350,0

00 

386,7

00 

 

62 274,6

00 

292,2

00 

326,2

00 

351,2

00 

387,3

00 

 

63 275,0

00 

293,1

00 

327,4

00 

352,4

00 

388,0

00 

 

64 275,4

00 

293,9

00 

328,6

00 

353,4

00 

388,6

00 

 

65 275,8

00 

294,7

00 

329,3

00 

354,4

00 

389,3

00 

 

66 276,2

00 

295,6

00 

330,4

00 

355,4

00 

389,8

00 

 

67 276,6

00 

296,4

00 

331,5

00 

356,5

00 

390,4

00 

 

68 277,0

00 

297,2

00 

332,4

00 

357,6

00 

390,9

00 

 

69 277,4

00 

298,0

00 

333,5

00 

358,4

00 

391,3

00 

 

70 277,9

00 

298,9

00 

334,2

00 

359,5

00 

391,9

00 

 

71 278,4

00 

299,8

00 

335,3

00 

360,6

00 

392,4

00 

 

72 278,8

00 

300,7

00 

336,4

00 

361,6

00 

392,7

00 

 

73 279,2

00 

301,6

00 

337,5

00 

362,3

00 

393,0

00 

 

74 279,8

00 

302,5

00 

338,7

00 

363,1

00 

393,5

00 

 

75 280,4

00 

303,4

00 

339,8

00 

363,9

00 

393,9

00 

 

76 280,9 304,3 340,9 364,6 394,2 
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00 00 00 00 00 

77 291,6

00 

315,1

00 

351,9

00 

375,5

00 

405,2

00 

 

78 292,1

00 

316,0

00 

353,0

00 

376,0

00 

405,7

00 

 

79 292,7

00 

317,0

00 

354,0

00 

376,5

00 

406,2

00 

 

80 293,1

00 

317,9

00 

355,1

00 

377,0

00 

406,6

00 

 

81 293,6

00 

318,4

00 

356,0

00 

377,6

00 

406,9

00 

 

82 294,0

00 

319,2

00 

357,0

00 

378,1

00 

407,3

00 

 

83 294,5

00 

320,1

00 

357,9

00 

378,6

00 

407,8

00 

 

84 295,0

00 

320,9

00 

358,9

00 

379,1

00 

408,2

00 

 

85 295,4

00 

321,7

00 

359,8

00 

379,5

00 

408,6

00 

 

86 295,8

00 

322,6

00 

360,6

00 

379,9

00 

 

87 296,3

00 

323,6

00 

361,4

00 

380,5

00 

 

88 296,8

00 

324,6

00 

362,2

00 

381,0

00 

 

89 297,2

00 

325,5

00 

362,8

00 

381,3

00 

 

90 297,7

00 

326,5

00 

363,4

00 

381,8

00 

 

91 298,2

00 

327,5

00 

364,0

00 

382,1

00 

 

92 298,7

00 

328,5

00 

364,6

00 

382,4

00 

 

93 299,2

00 

329,3

00 

365,0

00 

383,0

00 

 

94 299,6 330,0 365,4 383,5 

00 00 00 00 00 

77 281,4

00 

305,1

00 

342,0

00 

365,2

00 

394,5

00 

 

78 282,0

00 

306,1

00 

343,1

00 

365,7

00 

395,0

00 

 

79 282,6

00 

307,1

00 

344,1

00 

366,2

00 

395,5

00 

 

80 283,1

00 

308,0

00 

345,2

00 

366,7

00 

395,9

00 

 

81 283,6

00 

308,5

00 

346,1

00 

367,3

00 

396,2

00 

 

82 284,1

00 

309,4

00 

347,1

00 

367,8

00 

396,6

00 

 

83 284,6

00 

310,3

00 

348,0

00 

368,3

00 

397,1

00 

 

84 285,1

00 

311,1

00 

349,0

00 

368,8

00 

397,5

00 

 

85 285,6

00 

311,9

00 

349,9

00 

369,2

00 

397,9

00 

 

86 286,1

00 

312,9

00 

350,7

00 

369,6

00 

 

87 286,6

00 

313,9

00 

351,5

00 

370,2

00 

 

88 287,1

00 

314,9

00 

352,3

00 

370,7

00 

 

89 287,6

00 

315,8

00 

352,9

00 

371,0

00 

 

90 288,1

00 

316,9

00 

353,5

00 

371,5

00 

 

91 288,6

00 

317,9

00 

354,1

00 

371,9

00 

 

92 289,1

00 

318,9

00 

354,7

00 

372,2

00 

 

93 289,6

00 

319,7

00 

355,1

00 

372,8

00 

 

94 290,2 320,4 355,5 373,3 
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00 00 00 00 

95 300,1

00 

330,7

00 

365,9

00 

384,0

00 

 

96 300,7

00 

331,3

00 

366,3

00 

384,5

00 

 

97 301,3

00 

331,8

00 

366,8

00 

385,1

00 

 

98 301,8

00 

332,1

00 

367,2

00 

385,6

00 

 

99 302,3

00 

332,6

00 

367,7

00 

386,1

00 

 

100 302,8

00 

333,2

00 

368,1

00 

386,5

00 

 

101 303,2

00 

333,6

00 

368,4

00 

387,1

00 

 

102 303,7

00 

334,1

00 

368,9

00 

387,6

00 

 

103 304,1

00 

334,7

00 

369,2

00 

388,1

00 

 

104 304,5

00 

335,2

00 

369,5

00 

388,6

00 

 

105 304,9

00 

335,6

00 

369,9

00 

389,2

00 

 

106 305,3

00 

336,1

00 

370,4

00 

389,6

00 

 

107 305,7

00 

336,6

00 

370,9

00 

390,1

00 

 

108 306,0

00 

337,1

00 

371,4

00 

390,6

00 

 

109 306,2

00 

337,5

00 

371,9

00 

391,2

00 

 

110 306,5

00 

337,8

00 

372,4

00 

 

111 306,7

00 

338,1

00 

372,9

00 

 

112 307,0 338,4 373,3 

00 00 00 00 

95 290,8

00 

321,1

00 

356,0

00 

373,8

00 

 

96 291,4

00 

321,7

00 

356,4

00 

374,3

00 

 

97 292,0

00 

322,2

00 

356,9

00 

374,9

00 

 

98 292,5

00 

322,5

00 

357,3

00 

375,4

00 

 

99 293,0

00 

323,1

00 

357,8

00 

375,9

00 

 

100 293,5

00 

323,7

00 

358,2

00 

376,3

00 

 

101 294,0

00 

324,1

00 

358,5

00 

376,9

00 

 

102 294,5

00 

324,7

00 

359,0

00 

377,4

00 

 

103 295,0

00 

325,3

00 

359,4

00 

377,9

00 

 

104 295,4

00 

325,8

00 

359,7

00 

378,4

00 

 

105 295,8

00 

326,2

00 

360,1

00 

379,0

00 

 

106 296,3

00 

326,7

00 

360,6

00 

379,4

00 

 

107 296,8

00 

327,2

00 

361,1

00 

379,9

00 

 

108 297,1

00 

327,7

00 

361,6

00 

380,4

00 

 

109 297,3

00 

328,1

00 

362,1

00 

381,0

00 

 

110 297,6

00 

328,5

00 

362,6

00 

 

111 297,8

00 

328,8

00 

363,1

00 

 

112 298,1 329,1 363,5 
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00 00 00 

113 307,3

00 

338,7

00 

373,7

00 

 

114 307,5

00 

339,1

00 

374,1

00 

 

115 307,8

00 

339,4

00 

374,6

00 

 

116 308,0

00 

339,7

00 

375,1

00 

 

117 308,3

00 

339,9

00 

375,5

00 

 

118 308,5

00 

340,2

00 

376,0

00 

 

119 308,8

00 

340,5

00 

376,5

00 

 

120 309,1

00 

340,7

00 

377,0

00 

 

121 309,4

00 

340,9

00 

377,3

00 

 

122 309,7

00 

341,2

00 

 

123 310,0

00 

341,5

00 

 

124 310,3

00 

341,8

00 

 

125 310,5

00 

342,0

00 

 

126 310,7

00 

342,3

00 

 

127 311,0

00 

342,6

00 

 

128 311,4

00 

342,8

00 

 

129 311,6

00 

343,0

00 

 

130 311,9 343,2 

00 00 00 

113 298,4

00 

329,4

00 

363,9

00 

 

114 298,6

00 

329,8

00 

364,3

00 

 

115 298,9

00 

330,1

00 

364,8

00 

 

116 299,1

00 

330,4

00 

365,3

00 

 

117 299,4

00 

330,6

00 

365,7

00 

 

118 299,7

00 

330,9

00 

366,2

00 

 

119 300,0

00 

331,2

00 

366,7

00 

 

120 300,3

00 

331,4

00 

367,2

00 

 

121 300,6

00 

331,6

00 

367,5

00 

 

122 301,0

00 

331,9

00 

 

123 301,3

00 

332,2

00 

 

124 301,6

00 

332,5

00 

 

125 301,8

00 

332,7

00 

 

126 302,0

00 

333,0

00 

 

127 302,3

00 

333,4

00 

 

128 302,7

00 

333,6

00 

 

129 302,9

00 

333,8

00 

 

130 303,2 334,0 
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00 00 

131 312,2

00 

343,5

00 

 

132 312,6

00 

343,7

00 

 

133 312,8

00 

344,0

00 

 

134 313,1

00 

344,4

00 

 

135 313,4

00 

344,8

00 

 

136 313,7

00 

345,2

00 

 

137 313,9

00 

345,5

00 

 

138 314,2

00 

345,9

00 

 

139 314,5

00 

346,3

00 

 

140 314,8

00 

346,7

00 

 

141 315,0

00 

347,0

00 

 

142 315,3

00 

347,4

00 

 

143 315,7

00 

347,7

00 

 

144 316,0

00 

348,1

00 

 

145 316,2

00 

348,4

00 

 

146 316,4

00 

348,8

00 

 

147 316,7

00 

349,2

00 

 

148 317,0 349,6 

00 00 

131 303,6

00 

334,4

00 

 

132 304,0

00 

334,6

00 

 

133 304,2

00 

334,9

00 

 

134 304,5

00 

335,3

00 

 

135 304,8

00 

335,7

00 

 

136 305,1

00 

336,1

00 

 

137 305,3

00 

336,4

00 

 

138 305,6

00 

336,8

00 

 

139 305,9

00 

337,2

00 

 

140 306,2

00 

337,6

00 

 

141 306,4

00 

337,9

00 

 

142 306,8

00 

338,3

00 

 

143 307,2

00 

338,6

00 

 

144 307,5

00 

339,0

00 

 

145 307,7

00 

339,3

00 

 

146 307,9

00 

339,7

00 

 

147 308,2

00 

340,1

00 

 

148 308,6 340,5 
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00 00 

149 317,2

00 

349,9

00 

 

150 317,4

00 

350,3

00 

 

151 317,7

00 

350,7

00 

 

152 318,0

00 

351,1

00 

 

153 318,4

00 

351,4

0 

 

154 318,6

00 

 

155 318,8

00 

 

156 319,1

00 

 

157 319,4

00 

 

158 319,7

00 

 

159 320,0

00 

 

160 320,3

00 

 

161 320,7

00 

 

162 321,0

00 

 

163 321,3

00 

 

164 321,6

00 

 

165 322,0

00 

 

166 322,3 

00 00 

149 308,8

00 

340,8

00 

 

150 309,0

00 

341,2

00 

 

151 309,3

00 

341,6

00 

 

152 309,6

00 

342,0

00 

 

153 310,0

00 

342,3

00 

 

154 310,2

00 

 

155 310,4

00 

 

156 310,7

00 

 

157 311,0

00 

 

158 311,3

00 

 

159 311,6

00 

 

160 311,9

00 

 

161 312,3

00 

 

162 312,6

00 

 

163 312,9

00 

 

164 313,2

00 

 

165 313,6

00 

 

166 313,9 

28



00 

167 322,6

00 

 

168 322,9

00 

 

169 323,3

00 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 248,8

00 

269,7

00 

277,3

00 

288,1

00 

305,1

00 

343,6

00 

00 

167 314,2

00 

 

168 314,5

00 

 

169 314,9

00 

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

 基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

 239,7

00 

260,2

00 

267,5

00 

277,9

00 

294,3

00 

331,9

00 
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第２条 職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第19条 略 第19条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 

   100分の126.25を乗

じて得た額（管理又は監督の地位にある職

員のうち別に定めるもの（次項及び第20条

において「特定幹部職員」という。）にあ

っては、100分の106.25を乗じて得た額） 

   に、基準日

以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の区分に応じて、次の表に定める

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合には100分の125 を乗

じて得た額（管理又は監督の地位にある職

員のうち別に定めるもの（次項及び第20条

において「特定幹部職員」という。）にあ

っては、 100分の105 を乗じて得た額）、

12月に支給する場合には100分の127.5を

乗じて得た額（特定幹部職員にあっては、1

00分の107.5を乗じて得た額） に、基準日

以前６箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の区分に応じて、次の表に定める

割合を乗じて得た額とする。 

略 略 

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任

用短時間勤務職員に対する期末手当の額

は、期末手当基礎額に、   

   100分の71.25を乗じて得た額（特

定幹部職員にあっては、100分の61.25を

乗じて得た額）    

   に、基準日以前６箇月以内の期間に

おけるその者の在職期間の区分に応じ

て、前項の表に定める割合を乗じて得た

額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、定年前再任

用短時間勤務職員に対する期末手当の額

は、期末手当基礎額に、６月に支給する

場合には100分の70を乗じて得た額（特

定幹部職員にあっては、100分の60 を

乗じて得た額）、12月に支給する場合に

は100分の72.5を乗じて得た額（特定幹部

職員にあっては100分の62.5を乗じて得

た額）に、基準日以前６箇月以内の期間

におけるその者の在職期間の区分に応じ

て、前項の表に定める割合を乗じて得た

額とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第20条 略 第20条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が別に定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が別に定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合
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において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

において、任命権者が支給する勤勉手当

の額の、その者に所属する次の各号に掲

げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ

当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当職員がそれぞれその基準日現在

（退職し又は死亡した職員にあっては、退

職し又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額

を加算した額に、   

100分の106.25（特定幹部職員にあっては、

100分の126.25）

を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当職員がそれぞれその基準日現在

（退職し又は死亡した職員にあっては、退

職し又は死亡した日現在。次項において同

じ。）において受けるべき扶養手当の月額

を加算した額に、 ６月に支給する場合には

100分の105 （特定幹部職員にあっては、

100分の125）、 12月に支給する場合には1

00分の107.5（特定幹部職員にあっては100

分の127.5）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に、    

   100分の51.25（特定幹部職員にあ

っては100分の61.25）   

を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する

場合には100分の50 （特定幹部職員にあ

っては100分の60）、12月に支給する場合

には100分の52.5（特定幹部職員にあっては

100分の62.5）を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 ３～５ 略 
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職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（特殊勤務手当の区分） （特殊勤務手当の区分） 

第２条 特殊勤務手当は次のとおりとする。 第２条 特殊勤務手当は次のとおりとする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 災害応急作業等手当

（災害応急作業等手当） 

第14条 災害応急作業等手当は、異常な自然

現象により重大な災害が発生し、国、地方

公共団体等の要請に基づき、本町以外の区

域に派遣された場合に、次に掲げる作業等

に従事した職員に対して支給することと

し、その手当額は、これらの作業等に応じ

て、当該作業等に従事した日１日につき次

に定める額とすることとする。ただし、作

業等が夜間（日没時から日出時までの間を

いう。）に行われた場合にあっては、当該

各号に定める額に100分の50に相当する額

を加算した額とする。 

(1) 重大な災害が発生し、又は発生するお

それの著しい箇所で行う応急作業又は応

急作業のための災害状況の調査 1,080

円 

(2) 重大な災害が発生し、又は発生するお

それがある現場において行う巡回監視 

710円 

(3) 避難所の運営等の業務、罹災証明書の

交付に係る被害状況の調査等 710円 

（委任） （委任） 

第15条 略 第14条 略 
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0
0

2
0
0

カ
ー

ブ
ミ

ラ
ー

、
区

画
線

等
設

置

児
童

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

2
1
,2

0
0

△
1
,1

9
8

2
0
,0
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0
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械
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△
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菌
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△
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0
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0
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落
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岩美町立田後コミュニティ消防センター指定管理者仮協定書 

岩美町（以下「甲」という。）と田後地区自治会（以下「乙」という。）

とは、岩美町立田後コミュニティ消防センターの管理運営に関する業務

（以下「管理業務」という。）について、次のとおり協定書（以下「協定」 

という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立田後コミュニティ消防センターの設置及び

管理に関する条例（平成７年岩美町条例第１２号。以下「条例」という。）

第３条の規定により、指定管理者に指定された乙が行う岩美町立田後コ

ミュニティ消防センターの管理業務に関し、必要な事項を定める。

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、別紙の岩美町立田後

コミュニティ消防センター指定管理者業務仕様書（以下「業務仕様書」

という。）並びに管理業務に関する事業計画書に従い、業務を実施しな

ければならない。

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対

象は、業務仕様書のとおりとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければ

ならない。 

（指定の期間） 

第４条 協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月  

３１日までの１０年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと

する。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出
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し、甲の承認を得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適性を期するため、乙に対し、管理業務及び経

理の状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又

は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項

を記載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1)管理業務の実施業務

(2)施設の利用状況

(3)管理業務に係る経費の収支状況

(4)その他管理の実体を把握するために町長が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、修繕については、乙が自己の責任において

対応するものとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したと

きは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、

甲が特別の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除するこ

とができる。

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に

損害を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次

のとおりとする。 

(1)火災保険

(2)自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとす

る。 
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(1)施設損害賠償責任保険

(2)第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の

全部又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることが

できる。 

(1)本協定に違反したとき。

(2)業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3)その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認

められるとき。

２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ケ月前までに甲の

承認を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生

じる損害の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取消され、

若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたと

きは、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならな

い。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を明け渡すことについて甲

の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美

町個人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を

遵守しなければならない。 
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（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って

本協定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたとき

は、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙記名押印のうえ

各自１通を保有する。 

 なお、この協定について、甲が、町議会の議決を得た後、乙に対して 

その旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町

岩美町長  長 戸  清   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字田後２１９番地２３

田後地区自治会

会  長  福 田 照 実  印
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岩美町立網代コミュニティ消防センター指定管理者仮協定書 

岩美町（以下「甲」という。）と網代地区自治会（以下「乙」という。）

とは、岩美町立網代コミュニティ消防センターの管理運営に関する業務

（以下「管理業務」という。）について、次のとおり協定書（以下「協定」 

という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立網代コミュニティ消防センターの設置及び

管理に関する条例（平成１２年岩美町条例第２９号。以下「条例」とい

う。）第３条の規定により、指定管理者に指定された乙が行う岩美町立

網代コミュニティ消防センターの管理業務に関し、必要な事項を定める。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、別紙の岩美町立網代

コミュニティ消防センター指定管理者業務仕様書（以下「業務仕様書」

という。）並びに管理業務に関する事業計画書に従い、業務を実施しな

ければならない。

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対

象は、業務仕様書のとおりとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければ

ならない。 

（指定の期間） 

第４条 協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月  

３１日までの１０年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと

する。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出
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し、甲の承認を得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適性を期するため、乙に対し、管理業務及び経

理の状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又

は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項

を記載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1)管理業務の実施業務

(2)施設の利用状況

(3)管理業務に係る経費の収支状況

(4)その他管理の実体を把握するために町長が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、修繕については、乙が自己の責任において

対応するものとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したと

きは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、

甲が特別の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除するこ

とができる。

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に

損害を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次

のとおりとする。 

(1)火災保険

(2)自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとす

る。 
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(1)施設損害賠償責任保険

(2)第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の

全部又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることが

できる。 

(1)本協定に違反したとき。

(2)業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3)その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認

められるとき。

２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ケ月前までに甲の

承認を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生

じる損害の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取消され、

若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたと

きは、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならな

い。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を明け渡すことについて甲

の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美

町個人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を

遵守しなければならない。 
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（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って

本協定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたとき

は、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙記名押印のうえ

各自１通を保有する。 

 なお、この協定について、甲が、町議会の議決を得た後、乙に対して 

その旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町

岩美町長  長 戸  清   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字網代８１番地

網代地区自治会

会  長  清 水  博   印
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岩美町立防災センター指定管理者仮協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と岩本１区（以下「乙」という。）とは、

岩美町立防災センターの管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。） 

について、次のとおり協定書（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立防災センターの設置及び管理に関する条例

（平成１４年岩美町条例第４号。以下「条例」という。）第３条の規定

により、指定管理者に指定された乙が行う岩美町立防災センターの管理

業務に関し、必要な事項を定める。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、別紙の岩美町立防災

センター指定管理者業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）並びに

管理業務に関する事業計画書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対

象は、業務仕様書のとおりとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければ 

ならない。 

（指定の期間） 

第４条 協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月  

３１日までの１０年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと

する。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出

し、甲の承認を得なければならない。 
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（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適性を期するため、乙に対し、管理業務及び経

理の状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又

は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項

を記載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1)管理業務の実施業務

(2)施設の利用状況

(3)管理業務に係る経費の収支状況

(4)その他管理の実体を把握するために町長が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任に

おいて対応するものとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したと

きは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、

甲が特別の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除するこ

とができる。

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に

損害を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次

のとおりとする。ただし、水防倉庫部分については甲が加入する。 

(1)火災保険

(2)自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとす

る。 

(1)施設損害賠償責任保険

(2)第三者賠償保険 
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（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の

全部又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることが

できる。 

(1)本協定に違反したとき。

(2)業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3)その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認

められるとき。

２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ケ月前までに甲の

承認を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生

じる損害の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取消され、

若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたと

きは、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならな

い。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を明け渡すことについて甲

の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美

町個人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を

遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って
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本協定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたとき

は、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲乙記名押印のうえ

各自１通を保有する。 

 なお、この協定について、甲が、町議会の議決を得た後、乙に対して 

その旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町

岩美町長  長 戸  清   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字岩本６９０番地１５

岩本１区

区  長  中 村 義 昭  印
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岩美町立恩志児童遊園指定管理者仮基本協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と二恩志部落（以下「乙」という。）とは、
岩美町立恩志児童遊園の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）
について、次のとおり協定書（以下「本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、岩美町立児童遊園の設置及び管理に関する条例（平成１７
年岩美町条例第２９号。以下「条例」という。）第５条の規定により、指定
管理者に指定された乙が行う岩美町立恩志児童遊園の管理業務に関し、必要
な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、本協定、当該事業年度における事項について別に定める協定
（以下「年度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、指定管理者
指定申請書に従い、管理業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、
以下のとおりとする。 
広場 1,026.74㎡ 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

（指定の期間） 

第４条 本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１
日までの５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１
日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間にお
 ける総額は７５，０００円（消費税相当額を含む。）とする。なお、法令改
正により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額
を加減し契約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のう
え定めるものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、自主事業計画書及び収支予算
書を提出しなければならない。 
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（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の
状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎年度事業終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記
載した事業報告書を甲に提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理業務に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任におい
て対応するものとする。ただし、乙が自己の責任において対応できない修繕
の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、
甲乙協議のうえ対応するものとする。

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、
それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 管理業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損
害を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 管理業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるもの
とする。 
(1) 施設損害賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の
指定を取消し、又は、管理業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の
全部又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。
(2) 管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めら

れるとき。
２ 乙が、本協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を
得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の
賠償については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
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（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若
しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
別途甲が定める状態で管理物件を明け渡すことについて甲の承認を得た場合
はこの限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１５条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もし
くは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１６条 乙は、管理業務の実施にあたり、個人情報の取扱いについては、岩
美町個人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵
守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１７条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協
定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１８条 本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとす
る。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。 

 なお、この協定について、甲が、町議会の議決を得た後、乙に対して、その

旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

  令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675番地1
岩美町長 長戸 清    印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字恩志191番地
二恩志部落
区  長 山本 幸男   印
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岩美町立本庄児童遊園指定管理者仮基本協定書 

 

 岩美町（以下「甲」という。）と本庄部落（以下「乙」という。）とは、岩
美町立本庄児童遊園の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）に
ついて、次のとおり協定書（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、岩美町立児童遊園の設置及び管理に関する条例（平成１７
年岩美町条例第２９号。以下「条例」という。）第５条の規定により、指定
管理者に指定された乙が行う岩美町立本庄児童遊園の管理業務に関し、必要
な事項を定めるものとする。 

 

（管理の基準） 

第２条 乙は、本協定、当該事業年度における事項について別に定める協定 
（以下「年度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、指定管理者
指定申請書に従い、管理業務を実施しなければならない。 

 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、
 次のとおりとする。 

(1) 広場 1,012㎡ 

(2) 遊具   

 

 

 

(3) 水飲み設備    一式 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
 ない。 

 

（指定の期間） 

第４条 本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１
日までの５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度及び会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１
日までとする。 

 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間にお
 ける総額は１５０，０００円（消費税相当額を含む。）とする。なお、法令
 改正により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相
 当額を加減し契約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のう
え定めるものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

 

 

 

２人用ブランコ １基 

一方式滑り台  １基 

３連鉄棒    １基 
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（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、自主事業計画書及び収支予算
書を提出しなければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の
状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎年度事業終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記
載した事業報告書を甲に提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理業務に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任におい
て対応するものとする。ただし、乙が自己の責任において対応できない修繕
の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、
甲乙協議のうえ対応するものとする。

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、
それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 管理業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損
害を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 管理業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるもの
とする。 

(1) 施設損害賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の
指定を取消し、又は、管理業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の
全部又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。
(2) 管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めら

れるとき。
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２ 乙が、本協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を
得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の
賠償については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若
 しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
 定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
 別途甲が定める状態で管理物件を明け渡すことについて甲の承認を得た場合
 はこの限りでない。 

 
（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１５条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もし
 くは継承させ、又は担保に供してはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 乙は、管理業務の実施にあたり、個人情報の取扱いについては、岩
美町個人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵
守しなければならない。 

 

（信義誠実の原則） 

第１７条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協
 定を誠実に履行しなければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第１８条 本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとす
る。 

 
 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。 

 なお、この協定について、甲が、町議会の議決を得た後、乙に対して、その

旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

 

  令和８年２月２５日 

 

              甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675番地1 

                岩美町長 長戸 清    印 

 

 

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字本庄370番地 

  本庄部落 

                区長   松村 孝也   印 
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岩美めぐみ館指定管理者仮基本協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と株式会社いわみ道の駅（以下「乙」という。）
とは、岩美めぐみ館の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）に
ついて、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 
第１条 この協定は、岩美めぐみ館の設置及び管理に関する条例(令和２年岩美
町条例第２号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に
指定された乙が行う岩美めぐみ館の管理業務に関し、必要な事項を定めるも
のとする。 

（管理の基準） 
第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定
（以下「年度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕
様書並びに指定管理者指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 
第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、
別に甲が提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

（指定の期間） 
第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３
１日までの３年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 
第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間にお
ける総額は４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。
なお、法令改正により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度
協定書で相当額を加減し契約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議の上、
定めるものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（事業計画書） 
第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の事業計画書を提出し、

甲の承認を得なければならない。

（業務報告） 
第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の

状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 
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（事業報告） 
第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記

載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 
（１） 管理業務の実施状況
（２） 施設の利用状況
（３） 管理業務に係る経費の収支状況
（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（利用料金） 
第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と
協議のうえ、甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 
第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することがで
きる。 

（施設の修繕等） 
第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任にお
いて対応するものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの修
繕料の額を超える修繕の必要が生じた場合には、その修繕を行う必要の生じ
た事由を勘案し、甲乙協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 
第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、

それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 
第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害

を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 
第１４条 本業務の実施にあたり、甲が加入しなければならない保険は次のと

おりとする。 
（１） 火災保険
（２） 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 
（１） 施設損害賠償責任保険
（２） 第三者賠償保険
（３） 食品営業賠償共済保険

（指定の取消し等） 
第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部
又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。 
（１） 本協定に違反したとき。
（２） 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
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（３） その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認め
られるとき。

２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認
を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害
の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 
第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若

しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（再委託の禁止） 
第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 
第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し

くは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 
第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個

人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しな
ければならない。 

（信義誠実の原則） 
第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協

定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 
第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたと
きは、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 

 なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその
旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 
自その１通を保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１
岩 美 町 長 長 戸  清 印 

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字新井３３７番地４
株式会社いわみ道の駅
代表取締役 小 島  健一朗 印 
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岩美町立緑地管理中央センター指定管理者仮基本協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と株式会社いわみ道の駅（以下「乙」という。）
とは、岩美町立緑地管理中央センターの管理運営に関する業務（以下「管理業
務」という。）について、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を
締結する。 

（目的） 
第１条 この協定は、岩美町立緑地管理中央センターの設置及び管理に関する
条例(昭和６２年岩美町条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定
により、指定管理者に指定された乙が行う岩美町立緑地管理中央センターの
管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 
第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定
（以下「年度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕
様書並びに指定管理者指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 
第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、
別に甲が提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

（指定の期間） 
第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３
１日までの３年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 
第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間にお
ける総額は７０８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。な
お、法令改正により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協
定書で相当額を加減し契約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議の上、
定めるものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（事業計画書） 
第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の事業計画書を提出し、

甲の承認を得なければならない。

（業務報告） 
第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の

状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 
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（事業報告） 
第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記

載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 
（１） 管理業務の実施状況
（２） 施設の利用状況
（３） 管理業務に係る経費の収支状況
（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（利用料金） 
第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と
協議のうえ、甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 
第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することがで
きる。 

（施設の修繕等） 
第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任にお
いて対応するものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの修
繕料の額を超える修繕の必要が生じた場合には、その修繕を行う必要の生じ
た事由を勘案し、甲乙協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 
第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、

それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 
第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害

を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 
第１４条 本業務の実施にあたり、甲が加入しなければならない保険は次のと

おりとする。 
（１） 火災保険
（２） 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 
（１） 施設損害賠償責任保険
（２） 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 
第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部
又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。 
（１） 本協定に違反したとき。
（２） 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
（３） その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認め
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られるとき。 
２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認

を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害
の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 
第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若

しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（再委託の禁止） 
第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 
第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し

くは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 
第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個

人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しな
ければならない。 

（信義誠実の原則） 
第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協

定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 
第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたと
きは、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。 

 なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその
旨を通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 
自その１通を保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１
岩 美 町 長 長 戸  清 印 

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字新井３３７番地４
株式会社いわみ道の駅
代表取締役 小 島  健一朗 印 
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岩美町立陸上山村広場指定管理者仮協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と陸上自治会（以下「乙」という。）とは、
岩美町立陸上山村広場の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）
について、次のとおり協定書（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 
第１条 この協定は、岩美町立陸上山村広場施設の設置及び管理に関する条例
(昭和５９年岩美町条例第２０号。以下「条例」という。）第３条の規定によ
り、指定管理者に指定された乙が行う岩美町立陸上山村広場の管理業務に関
し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 
第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指
定管理者指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 
第３条 乙が管理する施設（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が
提示する管理業務仕様書によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

（指定の期間） 
第４条 協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日
までの１０年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 
第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。

（事業計画書） 
第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の事業計画書を提出し、

甲の承認を得なければならない。

（業務報告） 
第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の

状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 

（事業報告） 
第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記

載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 
（１） 管理業務の実施状況
（２） 施設の利用状況
（３） 管理業務に係る経費の収支状況
（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項
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（施設の修繕等） 
第９条 管理物件の維持補修、修繕については、乙が自己の責任において対応
するものとする。 

（損害賠償） 
第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、

それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 
第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害

を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 
第１２条 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものと

する。 
（１） 施設損害賠償責任保険
（２） 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 
第１３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の

指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部
又は一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。 
（１） 協定に違反したとき。
（２） 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
（３） その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認め

られるとき。
２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認

を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害
の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 
第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若

しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（再委託の禁止） 
第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 
第１６条 乙は、協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しく

は継承させ、又は担保に供してはならない。 
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（個人情報の保護） 
第１７条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個

人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しな
ければならない。 

（信義誠実の原則） 
第１８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って協定

を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 
第１９条 この協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたときは、甲
乙協議のうえこれを定めるものとする。

 なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその
旨を通知した日をもって協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 
自その１通を保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１
岩 美 町 長 長 戸  清 印 

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字陸上１０３０番地
陸上自治会
会 長 中 島 睦 郎 印 
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東漁村センター指定管理者仮協定書 

 岩美町（以下「甲」という。）と鳥取県漁業協同組合東支所（以下「乙」と
いう。）とは、東漁村センターの管理運営に関する業務（以下「管理業務」と
いう。）について、次のとおり協定書（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東漁村センターの設置及び管理に関する条例（昭和６１
年岩美町条例第１５号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定
管理者に指定された乙が行う東漁村センターの管理業務に関し、必要な事項
を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指
定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、
 別に甲が提示する財産台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

（指定の期間） 

第４条 協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日
までの１０年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、
甲の承認を得なければならない。

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の
状況について、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な
指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記
載した事業報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
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(3) 管理業務に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実体を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、修繕については、乙が自己の責任において対応
するものとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、
それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別
の事情があると認めたときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害
を負わせた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次のと
おりとする。 

（1）火災保険
（2）自然災害保険
２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険
(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の
指定を取消し、又は、業務の全部又は一部を停止させることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。
(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めら
れるとき。

２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認
を得なければならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害
の賠償については、甲乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若
しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指
定開始日を基準として管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、
甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせては
ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 
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（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し
くは継承させ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個
人情報保護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しな
ければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協
定を誠実に履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたときは、甲
乙協議のうえこれを定めるものとする。

 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を 
通知した日をもって本協定が成立したものとみなす。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各
自その１通を保有する。 

  令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１
  岩美町長 長 戸  清   印 

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字大羽尾３４６番地３７
鳥取県漁業協同組合東支所 

支所長 元 部 繁 紀 印 
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岩美町立本庄共同作業所指定管理者仮協定書 

岩美町（以下「甲」という。）と本庄第三農事実行組合（以下「乙」という。）とは、岩美

町立本庄共同作業所の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、次の

とおり協定書（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立共同作業所の設置及び管理に関する条例（平成８年岩美町条

例第２号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定された乙が行

う岩美町立本庄共同作業所の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者指定

申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が提

示する管理業務仕様書によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（指定の期間） 

第４条 本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０

年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況について、

必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業報
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告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

（１） 管理業務の実施状況

（２） 施設の利用状況

（３） 管理業務に係る経費の収支状況

（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応するも

のとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたと

きはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた場

合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次のとおりとする。 

（１） 火災保険

（２） 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

（１）施設損害賠償責任保険

（２）第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、管理業務の全部又は一部を停止させることができる。 

（１）本協定に違反したとき。

（２）管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

（３）その他、指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 

２ 乙が、本協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なければな

らない。この場合、本協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲乙協

議して定めるものとする。 
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（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を

定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として管理

物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、

又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、管理業務を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保

護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、お互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のう

えこれを定めるものとする。 

なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町長   長 戸  清 印

乙 岩美郡岩美町大字本庄２９６番地

本庄第三農事実行組合

組 合 長   岡 田 純 一 印
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岩美町立恩志共同作業所指定管理者仮協定書 

岩美町（以下「甲」という。）と二恩志部落（以下「乙」という。）とは、岩美町立恩志共

同作業所の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、次のとおり協定

書（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立共同作業所の設置及び管理に関する条例（平成８年岩美町条

例第２号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定された乙が行

う岩美町立恩志共同作業所の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者指定

申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が提

示する管理業務仕様書によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（指定の期間） 

第４条 本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０

年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況について、

必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業報
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告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

（１） 管理業務の実施状況

（２） 施設の利用状況

（３） 管理業務に係る経費の収支状況

（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応するも

のとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたと

きはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた場

合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次のとおりとする。 

（１） 火災保険

（２） 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

（１）施設損害賠償責任保険

（２）第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、管理業務の全部又は一部を停止させることができる。 

（１）本協定に違反したとき。

（２）管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

（３）その他、指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 

２ 乙が、本協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なければな

らない。この場合、本協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲乙協

議して定めるものとする。 
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（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を

定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として管理

物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、

又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、管理業務を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保

護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、お互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のう

えこれを定めるものとする。 

なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町長   長 戸  清 印

乙 岩美郡岩美町大字恩志１９１番地

二恩志部落

区  長   山 本 幸 男 印
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岩美町立恩志地区会館指定管理者仮協定書 

岩美町（以下「甲」という。）と二恩志部落（以下「乙」という。）とは、岩美町立恩志地

区会館の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、次のとおり協定書

（以下「協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立地区会館の設置及び管理に関する条例（平成８年岩美町条例

第２号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定された乙が行う

岩美町立恩志地区会館の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、協定、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者指定

申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が提

示する管理業務仕様書によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（指定の期間） 

第４条 本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０

年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 乙が行う管理業務は無料でこれを行う。

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況について、

必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業報
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告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

（１） 管理業務の実施状況

（２） 施設の利用状況

（３） 管理業務に係る経費の収支状況

（４） その他管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

（施設の修繕等） 

第９条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応するも

のとする。 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによっ

て生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたと

きはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１１条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた場

合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１２条 本業務の実施にあたり、乙が加入しなければならない保険は次のとおりとする。 

（１） 火災保険

（２） 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

（１）施設損害賠償責任保険

（２）第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一つに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、管理業務の全部又は一部を停止させることができる。 

（１）本協定に違反したとき。

（２）管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

（３）その他、指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 

２ 乙が、本協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なければな

らない。この場合、本協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲乙協

議して定めるものとする。 
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（原状回復義務） 

第１４条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を

定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として管理

物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１５条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１６条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、

又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１７条 乙は、管理業務を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保

護条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第１８条 甲及び乙は、お互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第１９条 この協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のう

えこれを定めるものとする。 

なお、この協定について、甲が岩美町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

令和８年２月２５日 

甲 岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町長   長 戸  清 印

乙 岩美郡岩美町大字恩志１９１番地

二恩志部落

区  長   山 本 幸 男 印
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岩美町立岩井スポーツ施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と岩井温泉区（以下「乙」という。）とは、

岩美町立岩井スポーツ施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町立岩井スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（平成４年

岩美町条例第１０号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定

された乙が行う岩美町立岩井スポーツ施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は６９０，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正によ

り消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契約す

る。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字岩井５５７番地

岩井温泉区

区 長   田 中 篤 夫   印
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東地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と東地区自治会（以下「乙」という。）とは、

東地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）について、次

のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う東地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は １，４６０，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字陸上１０３０番地

東地区自治会

会 長   中 島 睦 郎   印
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 田後地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 

 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と田後地区自治会（以下「乙」という。）と

は、田後地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う田後地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は ２，２０１，５００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

  
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 

１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 
 
令和８年２月２５日 

 
              甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１ 

                岩美町教育委員会 

                教育長   大 西 泰 博      印 

 

              乙 鳥取県岩美郡岩美町大字田後２１９番地２３ 

田後地区自治会 

会 長   福 田 照 実      印 
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網代地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と網代地区自治会（以下「乙」という。）と

は、網代地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う網代地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は １，９４８，５００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字網代８１番地

網代地区自治会

会 長   清 水   博   印

89



小田地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と小田地区自治会（以下「乙」という。）と

は、小田地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う小田地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は ２，４９８，５００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 

91



２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博    印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字黒谷２９番地３

小田地区自治会

会 長    亀 井    勲    印
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岩井地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と岩井地区自治会（以下「乙」という。）と

は、岩井地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う岩井地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は ２，３８８，５００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議のうえ、定める

ものとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字長谷８６５番地

岩井地区自治会

会 長   山 﨑 洋 二 印
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蒲生地区社会体育施設指定管理者仮基本協定書 

 岩美町教育委員会（以下「甲」という。）と蒲生地区自治会（以下「乙」という。）と

は、蒲生地区社会体育施設の管理運営に関する業務（以下「管理業務」という。）につい

て、次のとおり協定書（以下「基本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成４年岩

美町条例第１６号。以下「条例」という。）第３条の規定により、指定管理者に指定さ

れた乙が行う蒲生地区社会体育施設の管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理の基準） 

第２条 乙は、基本協定、当該事業年度における事項について別に定めた協定（以下「年

度協定」という。）、条例並びに関係法令等のほか、管理業務仕様書並びに指定管理者

指定申請書に従い、業務を実施しなければならない。 

（管理物件） 

第３条 乙が管理する施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別に甲が

提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。 

２ 乙は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

（指定の期間） 

第４条 基本協定による指定期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの

５年間とする。 

２ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（指定管理料） 

第５条 甲が管理業務実施の対価として乙に支払う指定管理料の管理期間における総額

は ２，４９３，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。なお、法令改正

により消費税及び地方消費税率に変更が生じた場合は、年度協定書で相当額を加減し契

約する。 

２ 指定管理料の額を変更すべき特別な理由が生じた場合には、甲乙協議の上、定めるも

のとする。 

３ 各年度の指定管理料の詳細については、年度協定で別途定める。 

（業務計画書） 

第６条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の業務計画書を提出し、甲の承認を

得なければならない。 

（業務報告） 

第７条 甲は、管理業務の適正を期するため、乙に対し、管理業務及び経理の状況につい

て、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 
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（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、管理業務に係る次の事項を記載した事業

報告書を甲に提出しその承認を得なければならない。 

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 管理業務に係る経費の収支状況

(4) その他管理の実体を把握するために教育長等が必要と認める事項

（利用料金） 

第９条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において、甲と協議のうえ、

甲の承認を得て定めるものとする。 

（利用料金収入の取扱い） 

第１０条 乙は、管理物件に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。

（施設の修繕等） 

第１１条 管理物件の維持補修、軽微な修繕については、乙が自己の責任において対応す

るものとする。ただし、年度協定に定める指定管理料のうちの施設修繕料の額を超える

修繕の必要が生じた場合については、その修繕を行う必要の生じた事由を勘案し、甲乙

協議のうえ費用負担の割合を定めるものとする。 

（損害賠償） 

第１２条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認め

たときはその全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第１３条 本業務の実施において、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を負わせた

場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 

（保険） 

第１４条 本業務の実施にあたり、次の保険は岩美町が一括加入するものとする。 

(1) 火災保険

(2) 自然災害保険

２ 本業務の実施にあたり、乙は次の保険に加入するよう努めるものとする。 

(1) 施設損害賠償責任保険

(2) 第三者賠償保険

（指定の取消し等） 

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取消

し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこ

れにより生じた損害の賠償を命じることができる。 

(1) 本協定に違反したとき。

(2) 業務の処理が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。 
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２ 乙が、この協定を解除しようとするときは、その３ヶ月前までに甲の承認を得なけれ

ばならない。この場合、協定を解除することによって生じる損害の賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、指定開始日を基準として

管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、別途甲が定める状態で管理物件を

明け渡すことについて甲の承認を得た場合はこの限りでない。 

（再委託の禁止） 

第１７条 乙は、管理業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第１８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保に供してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、事業を実施するための個人情報の取扱いについて、岩美町個人情報保護

条例（平成１５年岩美町条例第１号）並びに関係法令を遵守しなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第２０条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に

履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえこれを定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 
１通を保有する。 
 なお、この協定について、甲が町議会の議決を得た後、乙に対してその旨を通知した

日をもって本協定が成立したものとみなす。 

令和８年２月２５日 

甲 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５番地１

岩美町教育委員会

教育長   大 西 泰 博   印

乙 鳥取県岩美郡岩美町大字洗井１０５４番地

蒲生地区自治会

会 長   平 井 和 憲   印
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岩美町空家等の適切な管理に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）の趣旨に基づき、町内に所在

する空家等の適切な管理に関し必要な事項を

定めることにより、適切な管理が行われない空

家等の発生及び放置された空家等による災害

等を未然に防止し、町民の良好な生活環境の保

全並びに安全で安心なまちづくりを行うこと

を目的とする。 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）の趣旨に基づき、町内に所在

する空家等の適切な管理に関し必要な事項を定

めることにより、適切な管理が行われない空家

等の発生                を

未然に防止し、町民の良好な生活環境の保全並

びに安全で安心なまちづくりを行うことを目的

とする。 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法に

おいて使用する用語の例によるほか、次の各号

に定めるところによる。 

（１）、（２） 略

（３）管理不全空家等 そのまま放置すれば特定

空家等に該当することとなるおそれのある

空家等 

（４） 略

（５） 略

第２条 この条例において使用する用語は、法に

おいて使用する用語の例によるほか、次の各号

に定めるところによる。 

（１）、（２） 略

（３） 略

（４） 略

（所有者等の責務） （所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者等は、周辺の防災、衛生、

景観上等の町民の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう空家等の適切な管理に努めるととも

に、国、県又は町が実施する空家等に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

第３条 空家等の所有者等は、周辺の防災、衛生、

景観上等の町民の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう空家等の適切な管理に努めるものとする 

。 

（空家等対策計画） （空家等対策計画） 

第５条 町長は、法第７条の規定に基づき、空家

等に関する対策を総合的かつ計画的に実施す

るため、空家等対策計画を策定する。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項

を定める。 

（１）～（５） 略 

（６）管理不全空家等に対する措置（法第１３条

第１項の規定による指導、同上第２項の規定

による勧告をいう。以下同じ。） 

（７）特定空家等に対する措置（法第２２条第１

項の規定による助言若しくは指導、同条第２

項の規定による勧告、同条第３項の規定によ

第５条 町長は、法第６条の規定に基づき、空家

等に関する対策を総合的かつ計画的に実施す

るため、空家等対策計画を策定する。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項

を定める。 

（１）～（５） 略 

（６）特定空家等に対する措置（法第１４条第１

項の規定による助言若しくは指導、同条第２項

の規定による勧告、同条第３項の規定による命

99



る命令又は同条第９項若しくは第１０項の規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他

の特定空家等への対処に関する事項 

（８）町民等からの空家等に関する相談への対応

に関する事項 

（９）空家等に関する対策の実施体制に関する事

項 

（10）その他空家等に関する対策の実施に関し必

要な事項 

令又は同条第９項若しくは第１０項の規定に

よる代執行をいう。以下同じ。）その他の特定

空家等への対処に関する事項 

（７）町民等からの空家等に関する相談への対応

に関する事項 

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事

項 

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必

要な事項 

（立入調査等） （立入調査等） 

第７条 略 

２ 町長は、法第９条第２項の規定に基づき、法

第２２条第１項から第３項の規定の施行に必

要な限度において、空家等の所有者等に対し、

当該空家等に関する事項に関し報告させ、又は

その職員若しくは、その委任した者に、空家等

と認められる場所に立ち入って調査させるこ

とができる。 

第７条 略 

２ 町長は、法第９条第２項の規定に基づき、 第

１０条   から第１２条の規定の施行に必要

な限度において、  

その委任した者に、空家等

と認められる場所に立ち入って調査させること

ができる。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） （空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第８条 略 第８条 略 

２ 前項に定めるもののほか、町長は、法第１０

条第３項の規定に基づき、関係する地方公共団

体の長、空家等に工作物を設置している者、そ

の他の者に対して、空家等の所有者等の把握に

関し必要な情報を求めることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、町長は、法第１０

条第３項の規定に基づき、関係する地方公共団

体の長                その

他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関

し必要な情報を求めることができる。 

（助言、指導） （助言、指導） 

第１０条 町長は、法第２２条第１項の規定に

基づき、特定空家等の所有者等に対し、当該特

定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとるよう助言又は指導をすることが

できる。  

２ 町長は、法第１３条第１項の規定に基づき、

管理不全空家等の所有者等に対し、当該管理不

全空家等に関し、当該管理不全空家等が特定空

家等に該当することとなることを防止するた

めに必要な措置をとるよう指導をすることが

できる。 

（勧告） 

第１１条 町長は、法第２２条第２項の規定に基

づき、前条第１項の規定による助言又は指導を

した場合において、なお当該特定空家等の状態

第１０条 町長は、法第１４条第１項の規定に

基づき、特定空家等の所有者等に対し、当該特

定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採そ

の他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとるよう助言又は指導をすることが

できる。 

（勧告） 

第１１条 町長は、法第１４条第２項の規定に基

づき、前条   の規定による助言又は指導を

した場合において、なお当該特定空家等の状態
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が改善されないと認めるときは、当該助言又は

指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付け

て、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置をとる

ことを勧告することができる。 

２ 町長は、法第１３条第２項の規定に基づき、

前条第２項の規定による指導をした場合にお

いて、なお当該管理不全空家等の状態が改善さ

れず、そのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれが大きいと認めるときは、

当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採

その他の当該管理不全空家等が特定空家等に

該当することとなることを防止するために必

要な具体的な措置について勧告することがで

きる。 

（命令） 

第１２条 町長は、法第２２条第３項の規定に基

づき、前条第１項の規定による勧告を受けた者

が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると

認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、その勧告に係る措置をとることを命

ずることができる。  

２ 町長は、法第２２条第４項の規定に基づき、

前項の措置を命じようとする場合においては、

あらかじめ、その措置を命じようとする者に対

し、その命じようとする措置及びその事由並び

に意見書の提出先及び提出期限を記載した通

知書を交付して、その措置を命じようとする者

又はその代理人に意見書及び自己に有利な証

拠を提出する機会を与えるものとする。  

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、法第２２

条第５項の規定に基づき、その交付を受けた日

から５日以内に、町長に対し、意見書の提出に

代えて公開による意見の聴取を行うことを請

求することができる。  

４ 町長は、法第２２条第６項の規定に基づき、

前項の規定による意見の聴取の請求があった

場合においては、第１項の措置を命じようとす

る者又はその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行うものとする。  

５ 町長は、法第２２条第７項の規定に基づき、

前項の規定による意見の聴取を行う場合にお

が改善されないと認めるときは、当該助言又は

指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付け

て、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活

環境の保全を図るために必要な措置をとること

を勧告することができる。 

（命令） 

第１２条 町長は、法第１４条第３項の規定に基

づき、前条   の規定による勧告を受けた者

が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、特に必要があると認

めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付

けて、その勧告に係る措置をとることを命ずる

ことができる。 

２ 町長は、法第１４条第４項の規定に基づき、

前項の措置を命じようとする場合においては、

あらかじめ、その措置を命じようとする者に対

し、その命じようとする措置及びその事由並び

に意見書の提出先及び提出期限を記載した通知

書を交付して、その措置を命じようとする者又

はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を

提出する機会を与えるものとする。  

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、法第１４

条第５項の規定に基づき、その交付を受けた日

から５日以内に、町長に対し、意見書の提出に代

えて公開による意見の聴取を行うことを請求す

ることができる。 

４ 町長は、法第１４条第６項の規定に基づき、

前項の規定による意見の聴取の請求があった

場合においては、第１項の措置を命じようとす

る者又はその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行うものとする。  

５ 町長は、法第１４条第７項の規定に基づき、

前項の規定による意見の聴取を行う場合にお
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いては、第１項の規定によって命じようとする

措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日

の３日前までに、前項に規定する者に通知する

とともに、これを告示するものとする。 

いては、第１項の規定によって命じようとする

措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日

の３日前までに、前項に規定する者に通知する

とともに、これを告示するものとする。 

６ 第４項に規定する者は、法第２２条第８項の

規定に基づき、意見の聴取に際して、証人を出

席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出するこ

とができる。 

７ 第１項の規定により必要な措置を命じよう

とする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者を確知することができない

とき（過失がなくて法第２２条第１項の助言若

しくは指導又は法第２２条第２項の勧告が行

われるべき者を確知することができないため

第１項に定める手続により命令を行うことが

できないときを含む。）は、町長は、法第２２

条第１０項の規定に基づき、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者

若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、そ

の措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、町長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

をあらかじめ告示するものとする。  

８ 町長は、法第２２条第１１項の規定に基づ

き、第１項の規定による命令をした場合におい

ては、標識の設置、町の広報誌及びホームペー

ジへの掲載等により、その旨を告示するものと

する。 

９ 略 

（公表） 

第１３条 町長は、法第２２条第３項に規定する

命令を受けた所有者等が、正当が理由なく命令

に従わないときは、次に掲げる事項を公表する

ことができる。 

６ 第４項に規定する者は、法第１４条第８項の

規定に基づき、意見の聴取に際して、証人を出席

させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することが

できる。 

７ 第１項の規定により必要な措置を命じよう

とする場合において、過失がなくてその措置を

命ぜられるべき者を確知することができない

とき（過失がなくて第１０条 の助言若

しくは指導又は第１１条 の勧告が行

われるべき者を確知することができないため

第１項に定める手続により命令を行うことが

できないときを含む。）は、町長は、法第１４

条第１０項の規定に基づき、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者

若しくは委任した者に行わせることができる。

この場合においては、相当の期限を定めて、そ

の措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、町長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

をあらかじめ告示するものとする。 

８ 町長は、法第１４条第１１項の規定に基づ

き、第１項の規定による命令をした場合におい

ては、標識の設置、町の広報誌及びホームペー

ジへの掲載等により、その旨を告示するものと

する。 

９ 略 

（１）命令に従わない所有者等の氏名及び住所

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

（２）命令の対象である特定空家等の所在地

（３）命令の内容

（４）前３号に掲げるもののほか、町長が必要と

認める事項 

102



 

（行政代執行） （行政代執行） 

第１４条 略 

２ 町長は、災害その他非常の場合において、特

定空家等が保安上著しく危険な状態にある等、

当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図る

ために必要な措置をとる必要があると認める

ときで、法第２２条第３項から第８項までの規

定により当該措置をとることを命ずるいとま

がないときは、これらの規定にかかわらず、当

該特定空家等に係る命令対象者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行

わせることができる。 

第１３条 略 

（関係機関との連携) （関係機関との連携) 

第１５条 略 第１４条 略 

（助成措置） （助成措置） 

第１６条 町長は、所有者等による空家等の適切

な管理を促進するため又は各種災害により被

害が生じた又は見込まれるものであって緊急

的又は予防的な除却を要する空家等の除却等

に必要な費用に対し助成することができる。 

第１５条 町長は、第１０条の規定により助言ま

たは指導の対象となった特定空家等の所有者等

が行う当該特定空家等の除却等に必要な費用に

対し助成することができる。 

（緊急安全措置）  

第１７条 町長は、適切な管理が行われていない

空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が

切迫し、これにより道路、広場その他公共の場

所において、人の生命若しくは身体又は財産に

対する重大な危害を及ぼし、又はそのおそれが

あると認めるときは、所有者等の特定に時間を

要する場合又は連絡がとれない場合に限り、そ

の危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、

必要な最低限度の措置（以下「緊急安全措置」

という。）を自ら行い、又は第三者をしてこれ

をさせることができる。 

２ 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該

緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該

緊急安全措置の内容を、当該空家等の所有者等

に通知するものとする。ただし、当該空家等の

所有者等がすでにこれを知っているときは、こ

の限りでない。 

３ 前項の規定にかかわらず、町長は、緊急安全

措置を講じた場合において、当該緊急安全措置

に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確
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知できないときは、当該緊急安全措置に係る空

家等の所在地及び緊急安全措置の内容を告示

するものとする。 

４ 町長は、第１項の規定により緊急安全措置を

講じたときは、それに要した費用を当該空家等

の所有者等から徴収することができる。 

（委任） （委任） 

第１８条 略 第１６条 略 
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岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

（１）指定自然災害 被災者生活再建支援法（平成１０

年法律第６６号。以下「法」という。）第２条第１号

に規定する自然災害のうち、次のいずれかに該当する

ものであって、町長が指定したものをいう。 

ア 県内において１０以上の世帯の住宅が全壊する被

害が発生した自然災害 

イ 町内において５以上の世帯の住宅が全壊する被害

が発生した自然災害 

ウ １の集落においてその世帯数の２分の１以上で、

かつ、２以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生し

た自然災害 

エ アからウまでに掲げるもののほか、被災地域にお

ける地域社会の維持が困難になるおそれのある被害

が発生した自然災害 

（２）居宅 指定自然災害が発生した日（以下「発生

日」という。）の前日においてその所有者、所有者の

３親等以内の親族、賃借人その他これに準ずる者とし

て町長が別に定めるものが生活の本拠としていた住宅

をいう。 

（３）全壊世帯 指定自然災害（法第２条第２号の政令

で定める自然災害を除く。次号において同じ。）によ

り被害を受けた世帯であって、次に掲げるものをい

う。 

ア 当該指定自然災害によりその居宅が全壊した世帯

イ 当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又は

その居宅の敷地に被害が生じ、法第２条第２号ロに

規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体

されるに至った世帯 

ウ 当該指定自然災害に係る法第２条第２号ハに規定

する事由により、その居宅が居住不能なものとな

り、かつ、その状態が長期にわたり継続することが

見込まれる世帯 

(定義) 

第２条 この条例において、「指定自然災害」とは、

被災者生活再建支援法(平成１０年法律第６６号。以

下「法」という。)第２条第１号に規定する自然災害

のうち、当該災害により県内で 10戸以上の住宅が全

壊したものその他被災地域の崩壊を招くとともに岩

美町の財政を著しく圧迫するおそれのある重大な被

害が生じたもので岩美町長が指定したものをいう。 
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（４）大規模半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が

半壊し、法第２条第２号二に規定する大規模な補修を

行わなければこれに居住することが困難であると認め

られる世帯（同号に規定する被災世帯並びに前号イ及

びウに掲げる世帯を除く。）をいう。 

（５）半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊し

た世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の

延べ床面積に対する割合又は町長が別に定めるところ

により算定した損壊に係る割合（以下「被害割合」と

いう。）が２０パーセント以上のもの（前２号に掲げ

る世帯を除く。）をいう。 

（６）一部損壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損

壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が１０パーセ

ント以上のもの（前３号に掲げる世帯を除く。）をい

う。 

２ 前項第 1号アからウまでの規定を適用する場合におい

ては、次の各号に掲げる世帯は、それぞれ当該各号の定

める数をもって、住宅が全壊した１の世帯とみなす。 

（１）住宅の被害割合が２０パーセント以上である世帯

（住宅が全壊したもの及び次号に掲げるものを除

く。） ２ 

（２）住宅が床上に達する浸水又は土砂の堆積等による

一時的に居住することができない状態となった世帯 ３ 

（給付金の交付） 

第３条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、やむ得ない事情に

より、給付金の対象となる者が同項各号に規定する期間

内に交付の申請又は事業の完了をすることができないと

認めるときは、県知事に協議の上、その期間を延長する

ことができる。 

（削除） 

（雑則） 

第４条 略 

(給付金の交付) 

第３条 略 

（追加） 

(支援金の額) 

第４条 支援金の額は、別表の右欄に掲げる交付額以

下とする。 

(雑則) 

第５条 略 
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別表(第 3条関係) 

対象事業 
完了 

期間 
対象者 

申請 

期間 
交付額 

(1)～(7)略 

(8)一部損壊

世帯の居

宅の補修 

2年 一部

損壊

世帯

の世

帯主

又は

当該

居宅

の所

有者

(町長

が別

に定

める

もの

に限

る。) 

1年 補修に要する

経費(30万円

(災害救助法(昭

和 22年法律第

118号)第 4条

第 1項第 7号の

被災した住宅

の応急修理(以

下「住宅の応

急修理」とい

う。)を受ける

ことができる

場合にあって

は、30万円か

ら当該住宅の

応急修理のた

めに支出され

るべき費用の

額を控除した

額)を限度とす

る。) 

(9)～(10)略 

別表(第 3条、第 4条関係) 

対象事業 
完了 

期間 
対象者 

申請 

期間 
交付額 

(1)～(7)略 

(8)一部損壊

世帯の居

宅の補修 

2年 一部

損壊

世帯

の世

帯主

又は

当該

居宅

の所

有者

(町長

が別

に定

める

もの

に限

る。) 

1年 補修に要する

経費(30万円

(災害救助法(昭

和 22年法律第

118号)第 4条

第 1項第 6号の

被災した住宅

の応急修理(以

下「住宅の応

急修理」とい

う。)を受ける

ことができる

場合にあって

は、30万円か

ら当該住宅の

応急修理のた

めに支出され

るべき費用の

額を控除した

額)を限度とす

る。) 

(9)～(10)略 
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いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用の許可） （使用の許可） 

第４条 略 第４条 略 

２ おためし住宅を使用できる者は、次に掲

げる各号のすべてを満たす者でなければな

らない。ただし、おためし地域おこし協力

隊及び地域おこし協力隊インターンとして

本町に滞在する者については、各号の規定

にかかわらず使用できるものとする。 

２ おためし住宅を使用できる者は、次に掲

げる各号のすべてを満たす者でなければな

らない。    

(1)  

   本町への移住を希望している者で

あること。 

(1) 夫婦、親子等（以下「家族」という。）

で本町への移住を希望している者である

こと。 

(2) 鳥取県外に住所を有する者で

あるこ

と。  

(2) 鳥取県外に住所を有する者であって、

現に同居する家族で使用予定であるこ

と。ただし、就職活動、住宅探し又は家

族の都合により単身でおためし住宅を使

用しようとする場合はこの限りでない。 

(3) 転勤、婚姻等による転入予定者でない

こと。 

(3) 転勤      等による転入予定者でな

いこと。 

(4) 略 (4) 略

（使用期間） （使用期間） 

第６条 おためし住宅の使用期間は７日以上

３月以内とする。ただし、おためし地域お

こし協力隊及び地域おこし協力隊インター

ンについては、７日未満であっても使用で

きるものとする。 

第６条 おためし住宅の使用期間は７日以上

３月以内とする。 

２ 略 ２ 略 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

期間 住宅使用

料 

摘要 

1月 25,000円 1月以上の賃借期間に1月未満

の端数があるときは、端数に1

日当たり1,000円を加算する。 

期間 住宅使用

料 

摘要 

1月 25,000円 1月以上の賃借期間に1月未満

の端数があるときは、端数に1

日当たり1,000円を加算する。 
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7日

以内 

10,000円 賃借期間が8日以上1月未満の

ときは、1日当たり1,000円を加

算する。ただし、加算後の住宅

使用料の額が25,000円を超え

るときは、25,000円を上限とす

る。 

7日 10,000円 賃借期間が8日以上1月未満の

ときは、1日当たり1,000円を加

算する。 
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岩美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10第１項各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10各号      に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第18条 略 第18条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断

又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律

第141号）第12条又は第13条に規定する健

康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この項において「健康診断等」という。）

が行われた場合であって、当該健康診断等

がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の

全部又は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部

を行わないことができる。この場合におい

て、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表

の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握し

なければならない。 

児童相談所等における

乳児又は幼児（以下「乳

幼児」という。）の利

用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利

用開始時の健康診断 

乳幼児に対する健康診

査 

利用開始時の健康診

断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開

始時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、利用開始時の健康診

断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者

等は、児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断の結果を把握しなければ

ならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（職員） （職員） 

第24条 略 第24条 略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１ ２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１
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号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、町長が行う研修（町長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士（法第18条の27

第１項に規定する認定地方公共団体の区域

内にある家庭的保育事業所等にあっては、

当該認定地方公共団体の区域に係る法第18

条の29に規定する地域限定保育士を含む。

以下同じ。）又は保育士と同等以上の知識

及び経験を有すると町長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、町長が行う研修（町長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士   

   又は保育士と同等以上の知識

及び経験を有すると町長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

３ 略 ３ 略 
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岩美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10第１項各号に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10各号 に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 
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岩美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第10条 略 第10条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者であって、都道府県知事が

行う研修を修了したものでなければならな

い。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者であって、都道府県知事が

行う研修を修了したものでなければならな

い。 

(1) 保育士（法第18条の27第１項に規定す

る認定地方公共団体の区域内にある放課

後児童健全育成事業所にあっては、当該

認定地方公共団体の区域に係る法第18条

の29に規定する地域限定保育士を含む。）

の資格を有する者 

(1) 保育士

   の資格を有する者 

(2)～(10) 略 (2)～(10) 略 

４・５ 略 ４・５ 略 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10第１項各

号に掲げる行為その他当該利用者の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10各号    

  に掲げる行為その他当該利用者の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 
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岩美町犯罪被害者等支援条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１・２ 略 

（適用期限） 

３ 第７条の規定は、令和８年３月３１日ま

でに発生した犯罪等による犯罪被害者等に

ついて適用する。 

１・２ 略 
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岩美町敬老祝金支給条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（支給対象者） （支給対象者） 

第２条 支給対象者は、毎年９月１５日現在で

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

による住所を岩美町に有し、その年度の４月

１日から３月３１日までの間に１００歳の

誕生日を迎える者又は最高齢の男女とする。 

第２条 支給対象者は、毎年８月１５日現在で

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

による住所を岩美町に有し、翌年の１月１日

から１２月３１日までの間に８８歳又は 

９９歳を迎える者とする。 

（祝金の額） （祝金の額） 

第３条 祝金の額は、次のとおりとする。 第３条 祝金の額は、次のとおりとする。 

⑴ 前条に掲げる１００歳を迎える者

10,000円

⑴ 前条に掲げる８８歳を迎える者

10,000円

⑵ 前条に掲げる最高齢を迎える男女（ただ

し、前項に掲げる者は除く。） 5,000円 

⑵ 前条に掲げる９９歳を迎える者

50,000円 

（支給の時期） （支給の時期） 

第４条 祝金は、毎年９月１５日以降速やかに

支給する。 

第４条 祝金は、毎年９月 に

支給する。 
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岩美町介護保険条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条～第１５条 略 第１条～第１５条 略 

附 則（令和６年３月１５日条例第７号） 附 則（令和６年３月１５日条例第７号） 

第１条～第２条 略 第１条～第２条 略 

（令和８年度における前年度非課税者に係る保

険料の減免） 

第３条 第１号被保険者又はその属する世帯

の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和７

年度及び令和８年度の各年度分の地方税法

の規定による市町村民税が課されていない

者で令附則第２５条の規定により令和８年

度分の同法の規定による市町村民税が課さ

れているものとみなされたもの（以下「みな

し課税者」という。）がいる場合であって、

そのみなされたことにより当該第１号被保

険者の令和８年度分の保険料に係る保険料

段階（第２条１項各号に掲げる区分をいう。

以下同じ。）が、当該みなし課税者に令附則

第２５条の規定の適用がないものとした場

合に決定されるべき当該第１号被保険者の

令和８年度分の保険料に係る保険料段階（次

項において「令附則第２５条非適用保険料段

階」という。）よりも保険料率の高い保険料

段階に決定されたときは、当該第１号被保険

者の令和８年度分の保険料を減免する。 

２ 前項の規定により減免する保険料の額は、

当該第１号被保険者について決定された令

和８年度分の保険料に係る保険料段階の保

険料率により算定した保険料の額と令附則

第２５条非適用保険料段階の保険料率によ

り算定した保険料の額との差額に相当する

額とする。 

３ 第１項の規定による保険料の減免につい

ては、保険料の納付義務者の申請を要しな

い。 
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岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（積み立て） （積み立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会

計歳入歳出予算に定める額とする。 

第２条 毎年度基金として積み立てる金額

は、10万円以上とする            。 

（処分） 

第７条 町長は、財政上特に必要があると認

めるときは、予算の定めるところにより、

基金の運用を妨げない限度において、基金

に属する現金の一部を処分することができ

る。 

（委任） （委任） 

第８条 略 第７条 略 
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起点

終点

起点

終点

町道認定路線図
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内
　

　
　

　
訳

国
  

県
支

出
金

地
　

方
　

債
分

　
担

　
金

そ
の

他
の

特
定

財
源

寄
　

附
　

金

補
　

 　
助

基
 本

 額
一

般
財

源
計

区
　

  
　

分
当

　
初

予
算

額
負

　
担

　
金

寄
1,

37
2

16
6,

08
0

県
17

,7
47

計
16

6,
08

0
10

3,
00

0
42

,1
60
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普
通

建
設

事
業

費
(単

位
：千

円
）

県
道

新
設

改
良

事
業

負
担

金
11

,2
20

11
,2

20
11

,2
00

20
排

水
路

改
良

負
担

金
（岩

美
停

車
場

新
井

線
）

国
16

0,
23

9
諸

1,
15

1

県
19

,3
47

繰
65

0
35

5,
50

0
10

5,
36

6
寄

1,
37

2
64

3,
62

5
合

　
　

計

計

64
3,

62
5

11
,2

20
11

,2
20

寄
附

金

補
　

　
助

基
 本

 額

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

県
営

事
業

負
担

金

区
　

　
分

当
　

初
予

算
額

計
補

助
率

備
　

　
考

地
　

方
　

債
分

担
金

そ
の

他
の

特
定

財
源

一
般

財
源

負
担

金
国

　
県

支
出

金

11
,2

00
20
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
内
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

岩
美
町
交
通
安
全
協
会
広
報
車
維
持
負
担
金

18
1

18
1
定
額

18
1

岩
美
町
交
通
安
全
対
策
協
議
会
交
付
金

92
8

92
8
定
額

92
8

岩
美
町
交
通
安
全
指
導
員
会
交
付
金

63
63

定
額

63

岩
美
町
交
通
安
全
母
の
会
交
付
金

20
0

20
0
定
額

20
0

海
上
保
安
協
議
会
負
担
金

30
30

定
額

30

鳥
取
地
区
防
犯
協
議
会
負
担
金

14
0

14
0
定
額

14
0

岩
美
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
補
助
金

10
0

10
0
定
額

10
0

区
長
等
活
動
費
交
付
金

60
0

60
0
組
織
数
割

60
0

自
治
組
織
育
成
交
付
金

4,
19
0

4,
19
0
世
帯
数
割
、
均
等
割

4,
22
0

岩
美
町
更
生
保
護
司
会
交
付
金

47
47

定
額

47

岩
美
町
更
生
保
護
女
性
会
補
助
金

38
38

定
額

38

岩
美
町
障
が
い
者
歯
科
診
療
所
運
営
支
援
事
業
費
補
助
金

34
34

一
般
運
営
費

33

岩
美
町
民
生
児
童
委
員
協
議
会
活
動
費
補
助
金

2,
23
3

2,
23
3
一
般
活
動
費

1,
40
0

岩
美
町
社
会
福
祉
協
議
会
活
動
費
補
助
金

11
,9
60

11
,9
60

一
般
活
動
費
等

11
,3
35

障
が
い
者
・
家
族
等
活
動
支
援
補
助
金

10
0

10
0
団
体
数
割

10
0

岩
美
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
活
動
費
補
助
金

1,
23
9

1,
23
9
一
般
活
動
費
等

1,
45
8

老
人
ク
ラ
ブ
（
単
位
ク
ラ
ブ
）
活
動
費
補
助
金

91
2

91
2
ク
ラ
ブ
数
割

1,
07
7

部
落
解
放
同
盟
恩
志
支
部
活
動
費
補
助
金

1,
80
0

1,
80
0
定
額

1,
83
2

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内
　
訳

算
出

基
礎
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
内
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内
　
訳

算
出

基
礎

地
域
組
織
活
動
育
成
費
補
助
金

18
0

18
0
組
織
数
割

35
8

岩
美
町
農
業
再
生
協
議
会
補
助
金

14
3

14
3
一
般
活
動
費
等

14
3

土
地
改
良
区
合
同
事
務
運
営
費
補
助
金

19
2

19
2
人
件
費

19
2

岩
美
町
水
産
振
興
対
策
協
議
会
補
助
金

25
0

25
0
定
額

25
0

岩
美
町
商
工
振
興
促
進
事
業
補
助
金

6,
00
0

6,
00
0
定
額

5,
00
0

岩
美
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
金

6,
50
0

6,
50
0
補
助
対
象
経
費
×
1/
2以

内
6,
80
0

岩
美
町
観
光
協
会
補
助
金

9,
28
2

9,
28
2
定
額

8,
74
1

国
立
公
園
美
化
清
掃
負
担
金

1,
00
0

1,
00
0
定
額

1,
00
0

岩
美
ﾗｲ
ﾌｾ
ｰﾋ
ﾞﾝ
ｸﾞ
ｸﾗ
ﾌﾞ
活
動
費
補
助
金

25
0

25
0
定
額

25
0

岩
美
町
教
育
研
究
会
補
助
金

85
0

85
0
定
額

85
0

中
学
校
対
外
競
技
等
参
加
事
業
費
補
助
金

2,
51
7

2,
51
7
費
用
弁
償
補
助

2,
83
4

岩
美
町
人
権
教
育
推
進
協
議
会
活
動
助
成
費
補
助
金

1,
73
5

1,
73
5
一
般
活
動
費
等

1,
77
5

岩
美
町
青
少
年
育
成
協
議
会
活
動
費
補
助
金

1,
68
0

1,
68
0
定
額

1,
60
0

岩
美
町
連
合
婦
人
会
活
動
助
成
費
補
助
金

25
0

25
0
定
額

25
0

岩
美
町
小
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
活
動
助
成
費
補
助
金

50
50

定
額

50

岩
美
町
体
育
会
活
動
費
補
助
金

2,
10
0

2,
10
0
定
額

2,
10
0

合
計

57
,7
74

0
57
,7
74

55
,9
75
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

県
議
長
会
負
担
金

1,
79
1

1,
79
1
平
等
割
、
人
口
割
、
議
員
割

1,
78
6

東
部
町
議
会
議
長
会
負
担
金

11
0

11
0
平
等
割
、
人
口
割
、
議
員
割

11
0

県
町
村
会
負
担
金

46
2

46
2
平
等
割
、
人
口
割

46
2

東
部
町
長
会
負
担
金

3,
07
9

3,
07
9
均
等
割
、
人
口
割

3,
02
4

東
部
危
険
物
保
安
協
会
負
担
金

4
4
定
額

4

県
行
政
不
服
審
査
会
負
担
金

38
4

38
4
定
額
、
実
績
額

36
3

県
市
町
村
法
令
外
負
担
金
等
審
査
会
負
担
金

5
5
定
額

5

県
交
通
安
全
協
会
鳥
取
地
区
負
担
金

35
35

所
有
台
数
割

35

鳥
取
安
全
運
転
運
行
管
理
者
協
議
会
負
担
金

20
20

人
数
割

20

小
さ
く
て
も
輝
く
自
治
体
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
費

20
20

定
額

20

（
財
）
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
会
費

70
70

町
村
割

70

鳥
取
県
地
域
振
興
対
策
協
議
会
負
担
金

（
過
疎
地
域
振
興
部
会
）

20
5

20
5
均
等
割
、
過
疎
債
割

19
9

（
財
）
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
負
担
金

45
45

定
額

45

国
際
定
期
便
利
用
促
進
協
議
会
負
担
金

36
36

町
村
割

36

鳥
取
空
港
の
利
用
を
促
進
す
る
懇
話
会
負
担
金

10
10

定
額

10

鳥
取
空
港
の
利
用
を
促
進
す
る
懇
話
会
特
別
負
担
金

（
東
京
便
）

50
50

定
額

50

山
陰
縦
貫
・
超
高
速
鉄
道
整
備
推
進
市
町
村
会
議
負
担
金

20
20

定
額

20

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

128



各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

県
東
部
地
域
鉄
道
利
用
促
進
実
行
委
員
会
負
担
金

50
0

50
0
定
額

50
0

武
蔵
野
市
友
好
都
市
協
議
会
負
担
金

10
0

10
0
定
額

10
0

県
水
難
救
済
会
会
費

10
10

定
額

10

県
防
犯
連
合
会
賛
助
金

10
10

定
額

10

防
衛
協
会
負
担
金

6
6
定
額

6

（
財
）
資
産
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー
会
費

45
45

定
額

45

地
方
税
共
同
機
構
負
担
金

1,
35
8

1,
35
8
均
等
割
、
税
収
割
、
納
税
義
務
者
割

1,
08
5

鳥
取
県
市
町
村
税
務
協
議
会
負
担
金

49
0

49
0
町
村
割

46
5

コ
ン
ビ
ニ
交
付
証
明
セ
ン
タ
ー
運
営
負
担
金

69
1

69
1
定
額

69
1

県
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
連
合
会
負
担
金

3
3
町
村
割

3

県
町
村
監
査
委
員
協
議
会
分
担
金

11
0

11
0
平
等
割

12
0

鳥
取
保
護
区
保
護
司
会
負
担
金

88
88

均
等
割
、
人
数
割

88

東
部
心
身
障
害
児
（
者
）
育
成
会
負
担
金

46
46

人
数
割

43

と
っ
と
り
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
負
担
金

32
32

人
口
割

32

犯
罪
被
害
者
支
援
基
金
負
担
金

43
9

43
9
人
口
割

0

部
落
解
放
・
人
権
政
策
要
求
鳥
取
県
実
行
委
員
会
負
担
金

24
24

町
村
割

24

県
人
権
文
化
セ
ン
タ
－
負
担
金

16
6

16
6
人
口
割

15
2

129



各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

県
隣
保
館
連
絡
協
議
会
負
担
金

70
70

施
設
割

70

東
部
地
区
隣
保
館
連
絡
協
議
会
負
担
金

7
7
定
額

7

県
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
負
担
金

11
5

11
5
人
数
割

11
5

県
人
権
保
育
連
絡
会
負
担
金

19
19

自
治
体
割
、
保
育
所
割

19

全
国
保
育
協
議
会
分
担
金

21
21

保
育
所
割

15

児
童
館
連
絡
協
議
会
負
担
金

50
50

町
村
割
、
施
設
割

50

自
治
体
病
院
開
設
者
協
議
会
負
担
金

23
23

定
額

47

県
浄
化
槽
推
進
市
町
村
協
議
会
負
担
金

7
7
定
額
、
実
績
割

7

県
農
業
会
議
拠
出
金

96
96

均
等
割
、
農
家
戸
数
割
、
耕
地
面
積
割

96

県
農
業
委
員
会
会
長
協
議
会
負
担
金

7
7
定
額

7

県
農
業
委
員
会
女
性
協
議
会
負
担
金

5
5
人
数
割

10

県
地
域
振
興
対
策
協
議
会
負
担
金

（
山
村
振
興
関
係
部
会
）

68
68

平
等
割
、
林
野
面
積
割
、
山
村
振
興
割
、
全
国
連
盟
割

68

県
畜
産
推
進
機
構
会
費

11
11

平
等
割

11

鳥
取
地
区
農
業
士
会
活
動
助
成
金

30
30

人
数
割

30

県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
負
担
金

17
17

定
額

17

鳥
取
県
農
業
農
村
整
備
事
業
推
進
協
議
会
費

24
24

定
額

24

東
部
土
地
改
良
事
業
推
進
協
議
会
負
担
金

10
10

町
村
割

10
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

い
な
ば
の
ジ
ビ
エ
推
進
協
議
会
負
担
金

50
50

定
額

50

鳥
取
県
治
山
林
道
協
会
負
担
金

29
29

町
村
割

37

県
緑
化
推
進
委
員
会
会
費

18
18

定
額

18

県
港
湾
・
漁
港
協
会
負
担
金
（
漁
港
分
）

16
8

16
8
定
額
、
事
業
費
割

17
0

県
地
域
振
興
対
策
協
議
会
負
担
金

（
水
産
業
振
興
部
会
）

75
75

平
等
割
、
経
営
体
数
割
、
全
国
協
議
会
割

75

鳥
取
港
振
興
会
費

10
10

定
額

10

鳥
取
県
シ
ル
バ
－
人
材
セ
ン
タ
－
連
合
会
賛
助
会
費

10
10

定
額

10

日
本
の
森
・
滝
・
渚
全
国
協
議
会
負
担
金

30
30

定
額

30

県
観
光
連
盟
会
費

54
4

54
4
定
額
、
受
益
割

54
4

山
陰
観
光
連
盟
会
費

72
72

会
員
割

72

県
地
域
振
興
対
策
協
議
会
負
担
金

（
観
光
振
興
部
会
）

23
23

定
額

23

鳥
取
自
動
車
道
活
性
化
協
議
会
負
担
金

48
48

会
員
割

48

自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
市
町
村
長
の

会
費

10
10

定
額

10

と
っ
と
り
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ュ
ー
ロ
ー
補
助
金

10
0

10
0
実
績
割

10
0

(一
社
)麒

麟
の
ま
ち
観
光
局
（
Ｄ
Ｍ
Ｏ
）
負
担
金

1,
98
6

1,
98
6
均
等
割

1,
77
7

鳥
取
因
幡
Gバ

ス
負
担
金

18
9

18
9
定
額

20
4

鳥
取
す
ご
い
！
ラ
イ
ド
負
担
金

12
5

12
5
定
額

12
5
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

日
本
遺
産
「
麒
麟
の
ま
ち
」
推
進
協
議
会
負
担
金

52
0

23
5

28
5
定
額

52
0

浦
富
海
岸
・
鳥
取
砂
丘
エ
リ
ア
観
光
二
次
交
通
運
行

協
議
会
負
担
金

40
0

40
0
均
等
割

40
0

山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
負
担
金

2,
10
6

2,
10
6
均
等
割
、
人
口
割
、
面
積
割
、
海
岸
延
長
割

2,
10
6

全
国
治
水
砂
防
協
会
鳥
取
県
支
部
年
会
費

30
30

定
額

30

鳥
取
県
道
路
利
用
者
会
議
市
町
村
分
担
金

13
13

定
額

13

国
道
９
号
整
備
・
山
陰
自
動
車
道
路
建
設
促
進

鳥
取
県
期
成
会
負
担
金

28
28

定
額

28

鳥
取
道
整
備
推
進
協
議
会
負
担
金

8
8
定
額

8

中
国
国
道
協
会
費

30
30

定
額

30

日
本
道
路
協
会
費

30
30

定
額

30

道
路
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
鳥
取
県
地
方
協
議
会

負
担
金

27
27

均
等
割
、
事
業
費
割

31

鳥
取
豊
岡
宮
津
自
動
車
道
整
備
推
進
協
議
会
負
担
金

40
40

定
額

40

中
国
「
道
の
駅
」
連
絡
会
費

40
40

定
額

40

全
国
「
道
の
駅
」
連
絡
会
費

20
20

定
額

20

県
国
土
調
査
推
進
協
議
会
負
担
金

13
4

13
4
均
等
割
、
事
業
費
割

11
3

県
消
防
協
会
各
町
村
分
担
金

24
4

24
4
均
等
割
、
世
帯
割

23
1

東
部
地
区
消
防
協
会
負
担
金

32
7

32
7
均
等
割
、
世
帯
割

32
5

岩
美
消
防
署
管
内
消
防
連
絡
協
議
会
負
担
金

17
0

17
0
定
額

17
0
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各
 種

 団
 体

 に
 対

 す
 る

 負
 担

 金
 補

 助
 金

 調
（
町
外
組
織
団
体
に
対
す
る
も
の
）

(単
位
：
千
円
）

特
定
財
源

一
般
財
源

負
 担

 金
 ・

 補
 助

 金
 の

 名
 称

令
　
和
　
８
　
年
　
度
　
当
　
初
　
予
　
算
　
額

７
年
度
予
算
額

予
　
算
　
額

財
　
源
　
内

　
訳

算
出

基
礎

市
町
村
教
育
委
員
会
研
究
協
議
会
負
担
金

20
20

人
口
割
、
教
委
割

20

東
部
地
区
租
税
教
育
推
進
協
議
会
負
担
金

7
7
定
額

8

学
校
図
書
館
協
議
会
負
担
金

6
6
学
校
割

6

町
村
教
育
長
会
負
担
金

15
15

定
額

15

郡
学
校
保
健
会
負
担
金

23
23

学
校
割
、
児
童
生
徒
数
割

23

鳥
取
県
中
学
校
文
化
連
盟
負
担
金

4
4
学
級
数
割

4

東
部
地
区
中
学
校
体
育
連
盟
郡
負
担
金

6
6
定
額

6

自
治
体
国
際
化
協
会
負
担
金

84
0

84
0
人
員
割

73
6

県
社
会
教
育
協
議
会
負
担
金

7
7
均
等
割
、
人
口
割
、
公
民
館
数
割
、
社
会
教
育
委
員
割

7

県
社
会
教
育
委
員
連
絡
協
議
会
費

10
10

定
額

10

県
公
民
館
連
合
会
負
担
金

20
20

公
民
館
数
割

20

県
図
書
館
協
会
負
担
金

5
5
定
額

5

県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会
負
担
金

26
26

定
額

26

全
国
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
連
合
会
費

9
9
定
額

9

合
計

19
,6
96

23
5

19
,4
61

18
,5
69
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１．被保険者の状況（12月1日現在）
（単位：人）

R8年度当初 R7年度当初 比　較

A B A　-　B

２．令和8年度後期高齢者医療特別会計当初予算（案）

(１)歳入 （単位：千円）

R8年度当初 R7年度当初 比　較

A B A　-　B

169,428 140,814 28,614 一人あたり 74,115円/人 (62,863円/人)

特別徴収 143,929 110,039 33,890 該当者 2,057人 (1,978人)

普通徴収 25,399 30,675 △ 5,276 該当者 229人 (262人)

過年度分 100 100 0 該当者 6人 (14人)

7 7 0

広域連合委託金 4,397 4,281 116 健康診査に係る広域連合からの委託金

一般会計繰入金 62,030 53,341 8,689

保険基盤安定 58,519 50,577 7,942 保険料軽減分

健康診査推進費 427 415 12 健康診査に係る自己負担分助成

その他事務費 3,084 2,349 735

1 1 0

203 203 0

236,066 198,647 37,419

(２)歳出 （単位：千円）

R8年度当初 R7年度当初 比　較

A B A　-　B

一般管理費 7,917 7,054 863

健康診査推進費 427 415 12 健康診査に係る自己負担分助成

健康診査委託料 4,275 4,160 115 健康診査に係る医療機関への委託料

健診受診予定者 573人 (560/人)

一人あたり経費 7,461円/人 (7,429円/人)

その他事務費 3,215 2,479 736

広域連合納付金 227,948 191,392 36,556

保険料 169,429 140,815 28,614

保険基盤安定 58,519 50,577 7,942

201 201 0

236,066 198,647 37,419

令和8年度　後期高齢者医療特別会計参考資料

被保険者数 2,286 2,240 46

後期高齢者医療保険料

諸収入

計

諸支出金

計

備　　　考

※(　　　)は前年値

備　　　考

使用料及び手数料

繰越金

134



令和8年度  国民健康保険特別会計参考資料

１．国保被保険者数の状況（12月1日現在） （単位：人）

被保険者数

被保険者世帯数 

介護保険被保険者数

２．医療費

総　　額 月当り 一人当り 一人当り伸び率 総　　額 月当り 一人当り 総　　額 月当り 一人当り
千円 千円 円 対当初比　％ 千円 千円 円 千円 千円 円

療養給付費 840,000 70,000 389,972 102.8 864,000 72,000 379,447 849,915 70,826 394,575

療 　養　 費 3,720 310 1,727 156.0 2,520 210 1,107 2,776 231 1,289

高額療養費 156,000 13,000 72,423 98.2 168,000 14,000 73,781 154,172 12,848 71,575

合　計 999,720 83,310 464,123 102.2 1,034,520 86,210 454,335 1,006,863 83,905 467,439

３．国保事業費納付金

％

鳥取県全体 105.0

岩美町 104.5

医療給付費分 104.2

後期支援金分 97.3

介護納付金分 99.6

子ども支援納付金分 －

４．国民健康保険税

医療給付費分

後期支援金分

介護納付金分

子ども支援納付金分

合　計

基金繰入（激変緩和）

基金繰入（税軽減）

５．国民健康保険積立基金について（基金残高の見込み）

年　　度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

R7年度

180,205,345円―――

年度末残高基金取り崩し利子積立前年度決算剰余金積立

126,828,684円△ 32,001,000円1,360,000円327,093円

157,142,591円△ 37,029,000円789,000円13,177,246円

3,000千円

5,562千円

0千円

－

3,000千円

－

1,188円

2,044円

11,582円

2,337円

26,103円

24,034円

55,508円

対前年度 R7年度当初予算

107,982円 17,151円 90,831円

－

24,915円

21,990円

43,926円

－

予算額
R8年度

比　較

△ 14

12,986,463,474

－

68,275,744

176,436,996

263,815,652

12,369,714,878

円

19,102,912

11,830,801

－

183,762,690

R7年度当初予算 R7年度決算見込

616,748,596

円

前年度対比 予算額

6,457,771

△ 1,871,221

△ 123

19,021,469 △ 81,443

円

7,325,694

66,404,523

R8年度当初予算

593

R8年度当初予算

A－B

1,484 1,515

2,154 2,277

R8年度当初予算 R7年度当初予算

275,646,453

579

△ 31

A B
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令和8年度国民健康保険特別会計予算(案) 前年度対比表

（単位：千円）

歳  入 歳  出

令和8年度
当初予算額

R7年度
当初予算額

比　較
令和8年度
当初予算額

R7年度
当初予算額

比　較

A B A-B A B A-B

114,682 163,773 △ 49,091 総務費 16,823 10,421 6,402

55,508 95,019 △ 39,511 保険給付費 1,006,174 1,041,500 △ 35,326

24,034 47,568 △ 23,534 療養給付費 840,000 864,000 △ 24,000

26,103 14,036 12,067 療養費 3,720 2,520 1,200

2,337 － － 審査支払手数料 2,042 2,268 △ 226

3,990 4,250 △ 260 高額療養費 156,000 168,000 △ 12,000

1,770 1,810 △ 40 高額介護合算療養費 500 500 0

940 1,090 △ 150 移送費 10 10 0

0 － － 出産育児一時金 3,002 3,002 0

32 53 △ 21 葬祭費 900 1,200 △ 300

30 50 △ 20 国保事業費納付金 275,648 263,816 11,832

1 1 0 財政安定化基金拠出金 1 1 0

1 2 △ 1 保健事業費 29,786 30,549 △ 763

使用料及び手数料 75 77 △ 2 積立金 1,360 97 1,263

国庫支出金 4,752 0 4,752 病院事業繰出金 3,560 5,871 △ 2,311

県支出金 1,028,589 1,066,422 △ 37,833 その他の諸支出金 1,062 1,582 △ 520

財産収入 1,360 97 1,263 予備費 2,000 2,000 0

寄附金 1 1 0 計 1,336,414 1,355,837 △ 19,423

一般会計 80,886 87,741 △ 6,855

積立基金 32,001 37,563 △ 5,562

繰越金 1 1 0

諸収入等 109 109 0

計 1,262,488 1,355,837 △ 93,349

介護給付費分滞納繰越分

医療給付費分滞納繰越分

後期高齢者支援金滞納繰越分

繰入金

科  目 科  目

一般被保険者保険税

医療給付費分現年課税分

後期高齢者支援金現年度分

後期高齢者支援金滞納繰越分

医療給付費分滞納繰越分

子ども・子育て支援納付金分滞納繰越分

介護給付費分現年課税分

退職被保険者保険税

介護給付費分滞納繰越分

子ども・子育て支援納付金分現年課税分
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重
要
な
資
産
（
医
療
機
械
器
具
等
）
の
取
得
に
つ
い
て

 

種
 

 
類

 
名

 
称

 
新
規
又
は

更
新

 
目

 
的

 
導
入
年
度

 
耐
用
年
数

 

医
療
機
器

 
院
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器

 
更
新

 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
を
更
新
し
、
院

内
W

i-
F

i
環
境
の
整
備
を
行
う
。

 
令
和
２
年
度

 
５
年
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